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水と土 第166号 報文内容紹介

振動調査技術の農業用ポンプ設備診断への適応

蒔苗英孝・西田真弓

　農業用ポンプ設備の点検・整備は，ポンプの劣化状況に関係無く定
期的に実施されていることが多く，ポンプ設備の劣化状況を正しく把
握し，劣化状況に合わせた適正な時期に点検・整備を行うことが課題
となっている。
　そこで，ストックマネジメント技術高度化事業により，工業用ポン
プ設備の点検に利用されている安価で数値による定量的な判定が可能
な振動調査の適応について検証を行った。
	 （水と土　第166号　2012　P.	10　設・施）

農業水利施設の変状要因と対策に関する現場実態

橋爪康寿・原山昭彦・池田富雄・塩野智美

　農業水利施設（鉄筋コンクリート開水路）を対象に，施設機能診断
調査や補修補強工事を実施した施設について，発生した変状とその施
設の環境条件や立地条件，そこに施した対策工の工法やその目的等の
関連性について，現場の実態を整理・分析し，農業水利施設の長寿命
化技術の体系化に向けた各種技術資料作成の一環で行っている作業の
紹介。
	 （水と土　第166号　2012　P.	24　設・施）

大口径パイプラインの機能診断事例について

愛宕徳行

　｢宮竹サイホン｣は宮竹用水への導水を行う施設である。φ2,400mmの
鋼管製大口径パイプラインであり，40年以上に渡り安定的に農業用水を
供給している。本施設は，逆サイホン形式のため，これまで管内の機能
診断調査が実施されたことはなかったが，平成21年に初めて水を抜いて
の機能診断調査と対策工法の検討を行った。本報は，逆サイホン形式の
鋼管における機能診断の手法と保全対策工法について報告を行うもので
ある。
	 （水と土　第166号　2012　P.	36　企・計）

隣接家屋への影響を考慮した土留め工の設計と施工

横守伸彦

　施工区間の左岸側には家屋が連立し，施工中の振動により家屋基礎
の擁壁の倒壊が懸念される現場である。さらに試掘調査を行ったとこ
ろ，水路の背面に１m程の大塊のコンクリート殻が投棄されているこ
とが判明した。このことから当初設計していた鋼矢板打設工法では施
工できなくなり，大幅な設計変更を余儀なくされた。本稿文では，設
計変更に当たっての土留め工法の比較と本現場での隣接家屋への影響
に考慮した対策について述べる。
	 （水と土　第166号　2012　P.	48　設・施）

水路トンネル診断技術検証事例について

金平修祐・江崎正美

　Ｈ20年度，Ｈ21年度と同一トンネルにて異なるトンネル診断技術手
法を用い，比較検討を行った。今回取上げるのは①電磁波レーダの測
線数の違いによる推定空洞量の検討②非破壊及び微破壊診断手法，ボ
ーリング調査によるクロスチェック結果の検討③トンネル重要度に応
じて必要とされる診断項目の提案，取りまとめである。今後水路トン
ネル維持管理に当たって，本論文が参考となれば幸いである。
	 （水と土　第166号　2012　P.	18　設・施）

ラオス・タゴン（Tha Ngon）地区の
機能診断調査に基づくLCCの試算

中村義文・渡邊　博・鈴木浩之

　東南アジアの諸国政府では，最も有効に財源を投資するための，農
業用水利施設の改修に関する判断基準を模索している。
　今回，ラオス・タゴン地区におけるコンクリートブロックの表面張
替え，中品質の同工法全面張替え，高品質の鉄筋コンクリートライニ
ングの部分施工，同工法の全線施工という４つのシナリオを設定し，
LCC（ライフサイクルコスト）を求め試算として示した。
	 （水と土　第166号　2012　P.	30　設・施）

細川頭首工における低周波音調査と対策について

白枝　健

　細川頭首工において，洪水吐起伏ゲートの更新を行ったところ，工
事完成後に近隣住民から低周波音の影響と考えられる苦情が寄せられ
た。原因を調査の結果，洪水吐越流量及び周辺の風向・風速等の気象
要素において特定条件が揃うと，低周波音が発生することを確認し
た。そこで，既設スポイラの間隔を狭くする対策を行ったところ，そ
の効果が確認された。本報では低周波音調査と対策工法の検討及び対
策工事後の調査結果を紹介する。
	 （水と土　第166号　2012　P.	42　設・施）

工事施工が地下水に与える影響についての評価
－地下水解析について－

黒田裕一・西村　稔・蒲地紀幸

　那賀川地区は，徳島県南東部の那賀川下流域に展開する県下有数の
農業地帯である。生活雑排水が水路に流入して水質悪化が問題となっ
ているため，那賀川農地防災事業により水路の用排水を分離し農業用
水の水質保全を図る計画となっている。
　この水路整備の一部区間において，取水井戸（満州井戸）が近接す
る区間があり，この区間での掘削工事により濁水が発生し，取水され
る地下水の水質に影響を及ぼすことが懸念される。このため，事前に
室内実験，地下水解析モデル，現地試験を実施し地下水への影響を予
測したので，報告する。
	 （水と土　第166号　2012　P.	54　設・施）
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関係機関と農家が一体となって総力戦で進める
畑地かんがい営農の推進

～「宮崎県畑地かんがい営農ビジョン」から～

戸髙久吉・工藤正臣

　畑地かんがいを活用した新たな営農の展開を図るために今年３月に
策定した「宮崎県畑地かんがい営農ビジョン」の内容に沿って本県の
今後の取組方針を紹介する。
　畑地かんがいが畑作営農を変えられる３つのチカラ（可能性）とし
て①生産性の向上と経営の安定・強化，②気象・自然災害対策の強
化，③環境保全型農業の展開に注目し，関係機関と農家が一体となっ
て「儲かる」「災害に強い」「持続可能な」農業の実現に向けて取り
組む。
	 （水と土　第166号　2012　P.	60　企・計）

<歴史的土地改良施設>

野中兼山と山田堰

釣井利勝

　高知県内で最大の受益面積を有している現在の物部川合同堰（通称
山田堰）は，江戸時代からあった８つの堰のうち上流側の２つを統合
して昭和48年に完成したもので，元の山田堰の上流側に県営かんがい
排水事業により新設されており，下流の６堰は昭和38年の台風９号の
災害復旧により統合され物部川統合堰として昭和41年に完成した。
　本稿では，県の農業水利に大きく貢献した野中兼山とその代表的な
築造物である山田堰（現合同堰の前身）を紹介する。
	 （水と土　第166号　2012　P.	74）

塩害を受けた水田の除塩実証試験について

鈴木浩之・渡部丈夫

　東日本大震災により，東北・関東地方の太平洋沿岸地域の約
２万４千haの農地が津波により被災した。
　被災農地では，塩害による作物の生育障害が懸念され，営農再開に
向けた除塩が喫緊の課題であった。
　このため，日本水土総合研究所では，効果的な除塩方法を検証する
ことを目的に，現地実証試験を宮城県名取市の被災農地で，平成23年
６月から８月にかけて実施した。本報文は，その結果をとりまとめた
ものである。
	 （水と土　第166号　2012　P.	67　設・施）

<技術情報紹介>

我が国の水力発電ポテンシャル評価に関する展望

上田達己・後藤眞宏・浪平　篤・廣瀬裕一

　我が国では，水力発電のポテンシャル調査が明治時代から精力的に
行われてきた。これら調査は，それぞれ独自の手法に依って評価を行
っており，得られた結果も大きく異なっている。そこで本稿は，これ
までに実施された主要な調査の評価手法・結果を相互比較することに
よって，今後の評価の精緻化に向けた展望を議論する。主として農業
用水を利用した発電ポテンシャルの議論に重点をおく。
	 （水と土　第166号　2012　P.	77）
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１．Web 検索サービスの開始

　農業土木技術研究会の会員サービスの一環として，平成20年6月よりWeb上で「水と土」の検索サービスを行っ
ております。平成24年3月現在，第1号（昭和45年）から第156号までの各号を検索・閲覧することができます。

２．アクセス

　全国農村振興技術連盟のホームページ（http://www.n-renmei.jp/）の「水と土」のコーナーから，もしくは直
接，検索サービスページ（http://mizutotuti.jp/）を開いて下さい（図−1）。
　以下のトップ画面の「ログイン」をクリックし，ユーザー名（U）及びパスワード（P）を入力（図−2）して
「OK」をクリックすれば，検索画面（図−3）が立ち上がります。
　なお，パスワード等は，不定期に変更する場合がありますので，入力する際は最新号をご覧下さい。

会員向けに「水と土」のWeb検索サービスについて

図－1

図－2
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３．検索

⑴一覧からの選択
　一覧の「図書名」をクリックすると当該号が全てPDFファイルで表示されます。
　また，「目次」をクリックすると，当該号の目次が表示されます。
⑵全文検索
　目次内検索をクリックすると「目次内全文検索」の画面が立ち上がります（図−4）。
　ここでは，全文検索機能を使い，各号「水と土」の目次内にあるキーワードを手がかりに，自分が探したい報文
などの抽出を行います。
　検索方法は以下のとおりです。

図－3

図－4
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　①単一単語検索
　　調べたい単語を一つ指定するだけのもっとも基本的な検索手法です。
　　　例：ダム
　②AND検索
　　	ある単語とある単語の両方を含む文書を検索します。検索結果を絞り込むのに有効です。3つ以上の単語を指

定することも可能です。単語と単語の間に	and	を挿みます。
　　　例：ダム	and	工法
　　andは省略できます。単語を空白で区切って羅列するとそれらの語すべてを含む文書をAND検索します。
　③OR検索
　　	ある単語とある単語のどちらかを含む文書を検索します。3つ以上の単語を指定することも可能です。単語と

単語の間に	or	を挿みます。
　　　例：ダム	or	工法
　④NOT検索
　　	ある単語を含み，ある単語を含まない文書を検索します。3つ以上の単語を指定することも可能です。単語と

単語の間に	not	を挿みます。
　　　例：ダム	not	工法

４．会員申し込み

　トップページの「入会の申し込みはこちらから」をクリックすると入会案内・手続きのページが表示されます。
　ここでは，入会申込みフォームを使ってWeb上での入会申し込みが出来るほか，FAX・郵便用の申込用紙をダウ
ンロードすることが出来ます（PDFファイル）。

図－5



—　　—8水と土　第166号　2012

　マイクロコンピュータの実装上の課題にフリーズ対策がある。自動車のブレーキシステムからパチンコ台まで，

フリーズしてからリセットしなおすまでに時間をかけることが許されないものがある。複数のマイコン装着や静電

気対策といったコストはかかるが重装備とするものもある一方，最近では高レジリエンス（回復力）技術といった

バックアップとリセットを定期的に繰り返しレジュームをより安定的に短縮するというフリーズレス技術開発の記

事が載っていた。

　ここまで瞬時的な対策を行うものとは単純には比較できないが，農業用施設の改修や補修の際に農業用水の供給

を中断できない場合もある。宮崎県にある一ツ瀬川地区の東原調整池での部分的な漏水個所の補修を南部九州土地

改良調査管理事務所で行った。日頃の土地改良区の努力により管路をはじめ築30年の調整池は適切に管理されてお

り，今回は取水塔周りの部分的な止水補修となった。本地区では開発された水を利用した施設園芸など多様な作付

体系に変わり，従来の用水補給とともに周年栽培の農業が展開されている。このため，土地改良区では管路の漏水

事故などで断水が起きないよう，施設管理の合理化を行うとともに迅速な復旧の体制をとっており，今回の東原調

整池の補修工事に際しても，漏水個所を特定するための事前の調査や工事による長時間の断水が許されない状況で

あった。

　一般に貯水池の改修では一旦落水するが，ここでは事前の漏水個所特定の段階から水位を下げずに行う必要が

あったため，音響式漏水調査，漏水に伴う水流変化をつかむ調査，濁度水の追跡調査などが試された。漏水個所の

把握は容易ではなく最終的には濁度水の追跡調査で漏水範囲を絞り込んだうえで，潜水目視で取水塔周りと特定で

きた。補修工事では，調整池内を二つに締め切って仮貯留部分とドライ施工範囲を確保し，仮貯留部分から直接取

水塔に接続して，最小限の地区内送水を確保できる冬期に短期間で取水塔周辺をドライにして止水補修をした。そ

の際，管の接続は水中施工にならざるを得ず，管内に吸い込まれないよう作業員の安全性を確保しつつ，接続口の

密着性を確実にすることが難作業となり時間を要したものの，用水の供給を止めることなく無事補修を行うことが

できた。

　水路改修などでも，敷設切り替えで給水継続をするようされているが，このように貯水池では供給を継続しつつ

事前の調査や工事を行う場合は，地元の協力と連携のもとソフトとハード面での工夫が重要となってくる。

　国営造成施設の長寿命化に向けた取り組みやストックマネジメント事業が実施される中で，施設情報の体系的整

備の検討が進められている。地区概要，施設カルテ，健全度マップ，賦課金の実態，事前積立取り組み方針，営

農・水利用状況などのいわゆる地図情報の作成と合わせ，効率的な対策と実施を行い体系的に技術の蓄積と向上を

図るものとなっている。このような情報整備は同時に実際の管理の合理化ときめ細かな維持管理にも役立つもので

あるから，東原調整池などでの経験も含め，地域の水利用に柔軟に対応するために工夫していくノウハウの蓄積と

も合わせて整備していくことが望ましいと考えられる。

　東日本大震災を踏まえて農業用施設の重点課題の検討が進められており，ダム等の貯水池についてはレベル２地

震動に対する安全性照査となるが，レベル２であれば一定の構造物の損傷は許容しながらも緊急的な操作はできる

ことが求められることになるので，構造上の安定性に加え緊急操作と暫定的でも継続的な使用を行っていくという

【巻頭文】

ノウハウ蓄積の視点

合　屋　善　之＊

	 （Yoshiyuki	GOUYA）

　＊九州農政局整備部次長
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視点が必要となってくる。

　例えばダム試験湛水前の一部使用検査でのことだが，機側でのゲートの手動作動確認を行った。非常時でも緊急

的に手動で開けられるよう人力回転できるトルクが設計上規定されるため，全開には数分間も回し続けることにな

る。緊急放流ゲートや取水ゲートなど複数となるとかなりの重労働となってしまうことを改めて実感することと

なった。最近では充電式の携帯モーターで回すものが発売されているようだが，即応時間や操作者の高齢化など，

緊急時を想定した新たな視点から十分な検証をしておく必要がある。国交省でも東日本大震災の堤防ゲートの緊急

操作の観点から検討しているとのことだった。

　前述の一ツ瀬川地区では土地改良区が管路の補修等の緊急的かつ迅速に対応できるように，事故処理簿を整備す

るなど各種GISデータとともに管理している。ユーザーである農家の立場からすれば，緊急的な施設管理，日常の

維持管理，長寿命化のための対策などは同一のルーチンに乗っている。施設の構造上の安全性の確保とともに，使

用者の視点にも配慮し，問題発生時から適切に回復させることも意識し，用水供給と維持管理をより効率的で適切

に継続するための課題と対応方法を現場から拾い上げ，今後の技術的な知見として蓄積することも大切であると考

える。
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２．農業用ポンプの特徴と調査概要

　農業用ポンプは，かんがい期や洪水期のみの利用で
落水停止期間が有るというだけでは無く，「フル運転
−制御運転」を繰り返す場合が多く，施設規模も小規
模な揚水ポンプから大規模な排水ポンプと幅広で，ポ
ンプ型式も多種にわたる。また，砂混じりの河川原水
を扱うなど使用条件にも特徴がある。
　本調査では，まず工業用ポンプ等で実施している簡
易診断測定（全振幅・振動速度実効値）時の振動判定
基準（ISO	10816−１，JIS	B8301）について，適応の
可否や利用する場合の課題抽出について検証を行い，
更に，精密診断（周波数解析）による劣化部位の特定
の可能性について確認を行うこととし，北海道石狩・
空知地域（図−１）の農業用ポンプ施設（延べ，35揚
水機場66台・５排水機場15台）を対象に，３ヵ年調査
（平成21年度～平成23年度）として実施した（表−
１）。

１．はじめに

　農業用ポンプ設備の点検・整備は，施設管理者によ
る目視や聴診を中心とした巡回点検や定期点検が行わ
れ，オーバーホール等の大規模な点検・整備について
は劣化状況に関わらず７年～10年毎の時間計画保全
（TBM）により実施されている。
　そのため，設備が劣化する前に整備を行われ，整備
費用が過大となっている可能性がある。
　一方，オーバーホールを行うためには専門的な知識
や技術が必要なことからポンプメーカー等に依頼して
いる場合が多く，どうしても点検費用が嵩むことか
ら，点検・整備頻度がおざなりになっている場合も多
い。
　そのため，設備の劣化状況に合わせた適正な時期に
オーバーホールを実施し維持管理費の低減を図るため
には，ポンプ設備の劣化状況を正しく把握することが
課題となっている（状態監視保全：CBM）。
　それに対し，石油化学工業や鉄鋼業等，長期間の停
止が難しい工業用ポンプでは，稼動中の回転体振動値
を判定基準（ISO	10816シリーズ）により点検が行わ
れ，劣化状態を把握している（以下「振動調査」とい
う。）。
　それらを踏まえ，農業用ポンプ設備の点検・整備に
係る維持管理費低減やストックマネジメントにおける
一次診断技術の向上を目指し，農業用ポンプ設備診断
に対して，数値による定量的な判定が可能な振動調査
の適応について検証した。

【報　文】

目　　次

振動調査技術の農業用ポンプ設備診断への適応

蒔　苗　英　孝＊　西　田　真　弓＊

	 	 （Hidetaka	MAKANAE）	 （Mayumi	NISHIDA）

４．振動調査の課題と今後の展望		 ……………… 16
５．ストックマネジメント１次診断への活用		 … 16
６．おわりに		 ……………………………………… 17

１．はじめに		 ……………………………………… 10
２．農業用ポンプの特徴と調査概要		 …………… 10
３．調査結果		 ……………………………………… 12

　　＊国土交通省北海道開発局札幌開発建設部農業整備課
	 （Tel．011−611−0247）

表－１　調査数量

図－１　位置図
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【事前調査】
　・目視観察（変状箇所，煙，臭いの確認）
　・触診（指触による異常温度，異常振動の確認）
　・軸受部の温度測定（赤外線温度計確認）
　・聴診（聴覚による運転音確認）
⑵簡易診断測定（全振幅・振動速度実効値）
　軸受部から発生する全振幅，振動速度実効値を計測
することによって，ポンプ設備の異常を推定する方法
であり，短時間で調査が可能である。評価方法は，①
絶対基準法（観測値による判定），②相対判定法（変
化量による判定），③相互判定法（類似の判定値との
比較）に区分されるが，本調査では，①絶対基準法に
より検証を行うこととした。
　測定箇所は，ポンプ・減速機・原動機（電動機）
等，ポンプ主要設備の各軸受ベアリングで測定するこ
とを基本とし，直交H方向，垂直V方向，軸A方向の
３方向での調査を行い，事前調査結果との比較や異常
が推定された場合には開胴による確認を行うこととし
た（図−２）。

⑶精密診断（周波数解析）
　軸受部から発生する振動を採取し，周波数スペクト
ル解析を行うことで劣化部位及び劣化度合いを推定す
る方法で，対象機場のうちオーバーホールが実施され
た５機場について，オーバーホール結果と周波数解析
結果の比較検証を行った（図−３）。
＜精密診断により推定できる劣化要因＞
　・アンバランス（軸のふれ回り）
　・ミスアライメント（軸芯のズレ）
　・歯車の噛み合い不良
　・転がり軸受けの劣化，各部ガタ，磨耗等

⑴調査対象施設の諸元と調査方法
　振動調査は，ポンプ設備の回転軸の異常を早期に発
見するため，劣化の目安として振動に着目した調査手
法であり，ポンプの停止や開胴を伴わずに調査が可能
である。
　調査対象施設は，対象口径φ125mm～φ1,800mm，
出力30kW～650kWの農業用ポンプである（表−
２）。ポンプ施設の劣化状況と振動値の関連性を検証
するため，劣化状況を確認する事前調査を行った。対
象施設は施設管理者により適正に管理され，比較的良
好に保たれていた。

表－２　ポンプ施設一覧表

写真－１　振動調査作業

図－２　測定位置（横軸渦巻ポンプ例）
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点はポンプ１箇所につき４～６箇所の軸受部があり，
それぞれの軸受部で水平方向H，鉛直方向V，軸方向
Aの振動計測を行っているために測点１～測点621の
プロット数となる。
　図−５に示す振動速度実効値の既存判定基準ゾーン
分けでは，本調査対象ポンプは原動機の出力からクラ
スⅡおよびクラスⅢに分類され，既存判定基準に照ら
し合わせた場合は，621点全ての計測箇所において，
Ａ及びＢゾーン（長期運転可能）範囲内であった（図
−６）。これは，事前調査により確認したポンプ劣化
状態（比較的良好）と一致する結果であり，農業用ポ
ンプ設備の機能診断（健全度評価）「S−4」判定基準
として既存評価基準「ISO	10816−1　クラスⅡおよび
クラスⅢのA，Bゾーン」を利用可能であると判断で
きる。

３．調査結果

⑴簡易診断測定結果
①振動速度実効値
　図−４にH23年度調査の23揚水機場47台ポンプを調
査した振動速度実効値の計測結果をグラフ化した。測

図－３　アンバランスの発生例

図－５　ISO	10816-1による振動値判定基準 図－６　ISO基準へのプロット結果

図－４　振動速度実効値	計測結果
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⑵振動速度実効値の特性
①オーバーホールによる振動値の変化
　オーバーホールを実施したポンプ（４揚水機５台ポ
ンプ）を利用して，その前後を計測し振動値の変化を
確認した。
　図−８に示すとおり，いずれのポンプもオーバー
ホールにより状態が改善し，５台全てのポンプ（59測
点）において振動速度実効値は低下する結果となっ
た。
　しかし，揚水機場２のようにポンプによってはオー
バーホールにより軸受ベアリングの交換を行ったにも
かかわらず，振動値がＢゾーン上限にとどまっている
ものも確認された。
　これは，このポンプがギャップ値（遊び）の大きい
ベアリングを採用していることが影響しているものと
考えられ，この結果から採用されたベアリングの種類
によっては，ISO判定基準が適応できない場合もある
ことが確認された。
②排水機場における振動値
　排水機場において振動調査を行う場合，平常時の吸
水位が低下している場合や排水調整池の残容量によ
り，ポンプ稼働条件（振動計測）に制約を受ける場合
がある。
　その場合には，ポンプ内に水を充水しないでポンプ
運転する「空運転」，吐出弁の開度を絞るあるいは全

②全振幅
　ストックマネジメントにおける一次診断に用いられ
る全振幅調査について，振動速度実効値と同じ測定条
件で計測した結果を図−７に示す。全ての測点におい
て振幅値20/1000mm以下となり，既存判定基準「JIS	
B8301」では全て安全域にあり，これも事前調査によ
り確認したポンプ劣化状態と一致していることから，
安全域内であれば利用可能であると判断できる。

図－７　実務家のためのポンプ設備工学
　ハンドブック改訂版P.72

図－８　振動値のオーバーホールによる変化
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場合は，面ズレ許容値を超えていることが推測でき
る。
⑶精密診断結果（周波数解析）
　オーバーホールを実施した５機場について，周波数
解析結果とオーバーホール結果を比較検証した。
　５機場のうち回転体は24部位であり，表−３に示す
とおり，周波数解析により劣化部位が特定できたと思
われるものは４部位/24部位であり，変状無しを特定
できたと思われるものは10部位/24部位であった。
　しかし，解析結果は「軽微の摩耗を検知」「変状無
いことを検知」程度であり，劣化部位の特定が可能な
調査とは言い難い状況である。また，劣化の度合いの
推定としても有効な調査か否かという点についても未
確認である。周波数解析における検知例を述べる。
①減速機歯車部の噛合せ不良の検知例
○周波数条件
　軸回転周波数280rpm÷60sec＝4.7Hz
　回転周波数ｆ4.7Hz×５枚＝23.5Hz
　モーター軸回転周波数1455rpm÷60sec＝24.3Hz
　嚙合周波数モータ側31枚×24.3Hz=753Hz
　嚙合周波数159枚×4.7Hz=747Hz
・	図−10	低周波領域（700～800Hz）付近に小さい
ピークが観察される（A部）。これは減速機歯車の
噛合周期に一致していることから，減速機歯車部の
噛合不良の兆候と推定される。
・	中間周波領域（1200Hz～1600Hz）付近にピークが
観察される（B部）。これは噛合周波数の２倍に相
当する高調波であると判断されることから嚙合不良
に起因するものと推定する。

②ミスアライメントの検知　失敗例
○周波数条件
　回転周波数ｆ730÷60×６枚＝73Hz
・	図−11	回転周波数 fの分調周波数（45 ～ 48Hz=2/3f）
にピークが観察され，その２倍周期（90 ～ 96Hz），３
倍周期（140Hz	付近）にピークが生じている。このこ
とから，周波数のピークが整数倍で発生しているため，

閉で行う「吐出弁締切運転」，軸継手を切り離して原
動機側のみ運転する「限定運転」等の運転制約を受け
ての振動計測を行うことになる。
　本調査において各排水機場の計測にあたって，運転
条件の制約を受けて計測した結果，変状が見られない
ポンプ施設であっても，Ｃ～Ｄゾーン（損傷の可能性
有り）の大きな振動速度実効値が発生することが確認
された。
　排水機場では計測時の運転条件は様々であり，運転
条件により振動値も大きく異なることから，排水機場
における振動調査では既存の判定基準の採用は難し
く，これに変わって，運転条件が同じもとでの振動値
の変化量を調査する相対判定法が有効であると考えら
れる。
③芯ぶれ値や面ズレ値と振動値の関係
　ポンプを長時間運転すると軸芯に「ぶれ」や軸接合
面に「ズレ」が生じることがある。一般的に軸心のぶ
れ等が発生すると振動が大きくなり，これを放置する
と軸受けベアリングの損傷や異常振動などの不具合を
起こす可能性が高くなる。芯ぶれ等の計測は，各ポン
プメーカーに依頼することとなり，構造によっては大
がかりな分解作業が必要となることから，比較的施設
管理者の負担が大きくなる。そのため，23揚水機47台
ポンプにおいて振動値との関連性を検証したが，関連
性は確認できなかった。
　これはポンプ設備が健全であったため，芯ぶれ値や
振動値の値そのものが低く，関連性を見いだすまでに
至らなかったことに加え，接合継手は「たわみ軸（フ
レキシブル継手）が主流であり，ゴムブッシュが芯ぶ
れを吸収していると推察される。
　なお，面ズレ値と振動速度実効値には「やや相関
（相関係数	0.27）」が見られ（図−９），振動速度実
効値がISO判定基準のBゾーン（安全域）以内であれ
ば，面ズレ値は許容値以内であることが確認された。
従って，おおよそ振動速度実効値がBゾーンを超える

図－９　面ズレ値と振動速度実効値の相関図

図－10　減速機歯車部の噛合せ不良の検知例
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主軸間もしくは軸受と主軸間にミスアライメントが生じて
いると推定された。
・	しかし，回転軸の芯ぶれを計測した結果４/100mm
（据付基準値以内）で問題ない状態であった。検知
失敗の要因は，劣化が極軽微である為，固有のスペ
クトル波形自体が小さく，本来は変状には値しない
程度のものを解析評価したために相違が発生したも
のと考えられる。
⑷振動加速度実効値の確認
　ポンプ振動調査技術の有効性を確認するために，補
足調査として「振動加速度実効値」の計測を行った。
　ポンプ回転軸の劣化部位となるベアリングは，ポン

図－11　ミスアライメントの検知失敗例

表－３　周波数解析結果と整備点検結果比較



—　　—16水と土　第166号　2012

思われる。
　芯ぶれと面ブレについても振動速度との関係性が見
出せれば，振動値を確認することにより，芯ぶれ等の
度合いが把握可能となり安価な代替調査となり得る。
　特に，劣化が進行していないポンプ（A～Bゾー
ン）において面ズレにやや相関（相関係数0.27）が得
られていることを踏まえ，ポンプ劣化が進行（C～D
ゾーン）したポンプを対象に，芯ぶれ等と振動速度の
関連性確認を行い全体的な評価を行う必要がある。

⑵精密診断の有効性の再検証
　本調査により，概ね変状無いことの確認に対する有
効性は確認できたが，劣化部位の特定には至っていな
い。
　今後は劣化の進行したポンプを対象に周波数解析を
行いオーバーホール結果と比較して，その有効性確認
の精度を向上させる必要がある。また，ポンプ劣化の
進行度合いを把握するために，同一ポンプを対象に経
年的に周波数解析を実施し，スペクトル波形の山の高
さ変化を確認することも思慮される。この方法が確認
されればオーバーホールのタイミングを図る目安の１
つになるものと思われ，再調査が必要である。
⑶施設延命化のための運用方法の検討
　ポンプ施設の延命化に向けてオーバーホールのタイ
ミング方策を打ち出すことが重要課題となる。このた
め，簡易診断結果との組合せ評価やスペクトル波形の
変化率，周波数解析の傾向管理が可能か等を検証し，
周波数解析の有効性を見出すことも必要である。
　また，振動速度実効値の測定については，軸受部に
初期異常がある場合の調査結果を補完することによ
り，軸受温度との関連性や聴音異常との関連性を確認
することで振動加速度調査の有効性が確立可能とな
る。そうした場合，簡易診断ではポンプ設備の劣化予
測において，「ベアリング」の構成部位も加わること
になり，振動技術の普及に貢献するものと思われる。

５．ストックマネジメント１次診断への活用

　農業用ポンプ設備の１次診断では，施設管理者が行
う日常点検項目を中心にしたものであるため定性的な
調査が主体であり，軸受部の振動計測も全振幅のみ
で，比較的に劣化が進行していなければ振幅値として

プ設備構成部品の中でも最も硬い材料であるため，そ
の異常は衝撃振動となり加速度（高周波領域）として
現れることが一般的に知られている（図−12）。振動加
速度実効値の計測を行った47台のポンプについて，聴
音棒による聴診結果と比較した。
　ただし，振動加速度は現時点でJISやISOによる指
標が確立していないことから，目安値として振動加速
度が8.0ｍ/s２以上を異常として整理した。その結果，
「何かしらの聴音異常」の一致が確認できたのは４台
のみで，関係性を確認するまでには至らなかった。
　また，軸受部の温度と振動加速度との比較も同様で
あり，健全なポンプ設備を対象にした調査では関係性
は見受けられない。

４．振動調査の課題と今後の展望

　ポンプ振動調査結果を踏まえて，農業用ポンプ設備
の診断に対して，ストックマネジメント１次診断への
活用を含め振動診断技術の確立に向けて，次の３点を
明確にする必要がある。
　⑴簡易診断における判定基準の確立
　　　　（既存基準の適応性検証）
　⑵精密診断に対する有効性の再検証
　　　　（劣化部位の特定，劣化度合いの確認）
　⑶施設延命化のための運用方法の検討
⑴簡易診断における判定基準の確立のために
　本調査では，比較的良好なポンプ設備による検証と
なってしまったため，今後は「中度の劣化」や「重度
の劣化」状態のポンプにより振動サンプルを採取し，
既存判定基準との一致を検証する必要がある。
　また，劣化が進行した場合に，どのタイミングでど
のような処置（オーバーホール含む）を実施するかど
うかが重要であり，測定した振動値から劣化度合いと
整備内容を示すことが可能かどうかについて検討を行
う必要がある（図−13）。
　さらに，振動には変位・速度・加速度があるため，
振動の種類と劣化部位の関連を見出すことが出来れ
ば，簡易診断においても，ある程度の劣化部位の予測
が可能となり，振動技術の精度向上につながるものと

図－12　振動数と振動の種類

図－13　簡易診断結果における整備のタイミング
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状態を把握することが可能であり，精密診断（周波数
解析）費用についても解析業者によって異なるが，お
およそ500千円/台である。
　ポンプ口径φ500mm以上のオーバーホールや簡易二
次診断費用6,000千円/台（メーカー実績）に比べ安価
であり，簡易診断や周波数解析の有効性が確立されれ
ば，ポンプ劣化調査の有効な手段となろう。
　今後，本業務の調査結果の活用や更なる確認調査を
行うことにより，農業用ポンプ設備の診断技術の確立
に１歩近づけば幸いである。

参考文献
1）	「実務家のためのポンプ設備工学ハンドブック改
訂版P.72」

2）	「ISO基準に基づく機械設備の状態監視と診断」
P.48

3）	「農業用施設機械設備更新及び保全技術の手引き
平成18年６月全面改訂版」

現れにくい状況にある。
　そのため，１次診断に振動調査（振動速度及び振動
加速度，周波数解析）を盛込むことにより定量的な調
査結果が得られる可能性があり，診断精度も向上する
ものと思われる（図−14）。

６．おわりに

　本検証における調査対象ポンプは，施設管理者によ
り適正に維持管理が実施されており，劣化変状の少な
いポンプ施設であった。これは，ポンプ診断技術の確
立により，整備点検を簡略化して維持管理費低減の余
地が残されていると言える。また，維持管理の手が行
き届かず劣化が進行してしまったポンプ設備につい
て，簡易な振動調査でその適正な整備時期が把握可能
となれば，大事に至る前に分解整備を実施することが
でき過大な修理費用の節減に役立つことは言うまでも
ない。
　簡易診断費用は，施設管理者自ら行えば振動計の
リース費用（10千円～50千円程度）のみで，ポンプの

図－14　ストックマネジメント１次診断調査に振動調査を組み込む場合
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上げ，同一トンネルの同一区間を対象に実践的実証調
査を行ったものである。その内容については，図−１
のとおりである。
　H20年度とH21年度システムの大きな違いは，H20
年度のシステムは背面の深部までの地盤性状を捉える
のに調査重点をおいているのに対し，H21年度のシス
テムは，地山貫入計測により浅い地盤性状を捉えてい

１．はじめに

　東北農政局内では，H20年度，H21年度と２カ年に
渡りストックマネジメント技術高度化事業で，国営Ａ
地区のトンネル（２r=1.75m標準馬蹄形，L=114m）
を対象に異なるトンネル診断システムを導入し手法の
比較検討を行った。
　同じトンネルの同一区間でも診断手法や解析技術の
違いにより推定空洞量に差が生じている。他の施工事
例でも補修工事を行うに当たり診断結果によるグラウ
ト充填量の差が顕著となり，補修工事量の大幅な増減
を招くなど大きな問題が生じている。
　本取組みでは，①電磁波レーダの測線数の違いによ
る推定空洞量の検討，②非破壊及び微破壊診断手法，
ボーリング調査によるクロスチェック結果による検
討，③空洞推定量とグラウト施工及び実績充填量の差
の考察検証，④トンネル重要度に応じて必要とされる
診断項目の提案・取りまとめを行ったのでその結果を
報告するものである。

２．トンネル概要

　今回取り上げるトンネルは完工後40年以上となり，
経年劣化が確認され，今回調査するに至ったものであ
る。

３．取組内容

　トンネル診断に当たって，対象事象内容の精度を上
げるため調査項目をクロスチェックするシステム化さ
れた診断手法が提案されている。その中でも著者ら
は，①H20年度に奥村組のトンネル診断システムと②
H21年度に水路連続非破壊調査システムの２つを取り
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図－2　電磁波レーダ探査方法と測線数

あるのに，H21年度は３測線＋４断面探査の充填量よ
り少ないという結果となった。
　H21年度縦断探査試行的に５測線を実施し，スプリ
ングラインの一部区間において薄い空洞の存在が明ら
かになった。精度向上につながるが数量の変化も少な
く経済性という面では採用が難しい。トンネルにおい
て一般的に縦断探査３測線により推定空洞充填量が算
出されており，小規模なトンネルではあるが今回の結
果からもこの方法が精度とコストの面で有効性が高い
ことが確認された。
　図−２から天端１測線縦断探査時にスプリングライ
ンから空洞線の始まりとなるのに対し，３測線時は空
洞線の始まりがほぼ特定されそれが推定空洞量差がと
なっていることが明らかとなった。
　H20年度，H21年度で推定空洞量の違いが生じた原
因として，電磁波レーダ探査設定周波数の違い（図−
３参照）や診断解析業者の経験値による解析差が存在
することも確認された。コンクリート厚さ・空洞・崩

る。せいぜい１ｍ程度となる。技術者は構造劣化が著
しいと評価されトンネル背面深部まで情報が必要な場
合，施設の重要度を考え，H20年度に行われた坑内弾
性波探査，孔壁弾性波探査，BTVシステムなどの調査
項目の実施を決定しなければならない。トンネル背面
調査において，クロスチェックする項目が多く，H20
年度の方が調査経費が高くなる。

　本報告では，双方で実施されたトンネル診断の主軸
をなす電磁波レーダ探査探査結果を中心に述べる。
　電磁波レーダは，物質の特性値の一つである比誘電
率の違いを基に物質との境界面で反射する電磁波を利
用した調査法であり，レーダ発振子から発せられた信
号をレーダ受振子で受信した時間から，反射物体まで
の距離（部材厚さ）を求めるものである。

①	電磁波レーダの測線数の違いによる推定空洞量の検討
　電磁波レーダ探査において縦断方向に１測線，３測
線と横断方向に４断面，26断面計測探査結果から推定
空洞量を算定し精度を求めた。
　表−２に示すように，H20年度は１測線より３測線
の方が空洞量は少なく，H21年度は若干少ないという
結果となった。それに横断探査の結果を加味すると１
測線では４断面探査が横断探査未考慮よりやや少ない
空洞充填量であるのに対し，３測線では横断探査考慮
したものと未考慮の充填量はほぼ同じで横断探査の影
響がほとんど見られない。
　また，参考に示した26断面横断探査の結果と，H20
年度が３測線＋４断面探査から求まる充填量と同じで

図－1　トンネル診断システム比較表

表－1　主な物の比誘電率表（ε）と計算式

表－2　推定空洞量一覧表
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差がある。CCDカメラ（ファイバースコープ）探査
では，横断探査結果に対し0.75～1.72の比率となり，
ボーリング調査では，0.78～1.62，縦断探査との比較
では，1.02～0.96となった。点情報だけでは大きな散
らばりが発生する。線情報の散らばりは少ない。
　しかしここで注意しなければならないのは，電磁波
レーダによる線情報は，ボーリング調査やCCDカメラ
探査の点情報とキャリブレーションにより，含水比に
より変化するコンクリート比誘電率の設定を行うもの
であることである。クロスチェックにより精度の高い
計測が可能となる。頻度が精度に関係しており経済性
を勘案して対応が求められるであろう。
③	空洞推定量とグラウト施工及び実績充填量の差の考
察検証
　空洞材料はエアミルクを選定し，空洞を充填するた
めの坑入口，坑出口は土砂厚が薄いためそれぞれ６ｍ
離れた地点から天端に注入孔を設定し，トンネル延長
114ｍに対し18箇所の注入孔を設けた。注入孔の隣接
孔からリーク等があり，設計注入圧0.1～0.2MPaに対
し７箇所孔からの注入となった。最大0.15MPaで総注
入量は，50.4m3となった。グラウト注入材硬化後に３

積土高さにおける比誘電率の設定の違いにより，解析
の違いが生じている。まとめると表−３のとおりであ
る。
　H20年度調査の中で空洞１，空洞２と比誘電率に違
いがある。その違いは多重反射画像があるなしであ
る。コンクリート背面の空洞だけの場合比誘電率は，
表−１より1.00となるが，比誘電率の異なる層を複数
通過するために電磁波が減衰するとの判断から比誘電
率を算出している。電磁波レーダ調査専門業者は多く
の実績から独自に解析手法を確立しているが，解析手
法の規格化や統一化が分野である。これから土木技術
者や計測技術者が明らかにしなければならない課題で
あろう。
②	非破壊及び微破壊手法，ボーリング調査によるクロ
スチェック結果の検討
　電磁波レーダによる３断面の横断探査結果は，全円
周の反射画像を基に求めたものであり他の診断手法
（線，点情報）より精度が高いとの仮定で，その値を
1.00として各種診断手法の値の比率及び値の範囲を整
理した（表−４参照）。
　CCDカメラ探査及びボーリング調査結果は点情報
であり，電磁波レーダ縦断探査や横断探査の線情報に

図－3　電磁波レーダ：設定周波数の違い

表－3　対象物質の比誘電率設定値

表－4　覆工に関する各種診断手法の結果表

注１）	表の数字の単位は㎝。（　）の値は電磁波レーダ横断探査に
対しての比率である。

注２）H20年度調査の実施状況写真

	 電磁波レーダ探査	 CCDカメラ探査	 ボーリング調査
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　東北農政局管内ではトンネル規模として，最小２ｒ
=1.5m～最大２r=5.0mの水路トンネルが建設されてい
る。このトンネル規模は一部の管理用トンネルを除い
て受益面積と比例関係にあることから，施設の規模・
重要度を指標として取り扱うこととした。施設重要度
の評価事例を示す。

　設計基準「水路トンネル」では，改修及び補修のた
めの調査として，以下の調査項目が示されている。

　トンネル変状として地圧（塑性圧・緩み圧・変圧）
による覆工のひび割れ等もあり，変状が確認されるト
ンネルは地山の地質特性の把握が必要である。
　また調査の段階において，地山の種類によって一般
的に選定される調査方法が示されている。既設トンネ
ルの機能診断では，工事実施調査の段階となる。
　トンネル機能診断調査では，調査の段階と施設の重
要度及び変状に応じた診断フローによる体系化が望ま

土地改良事業計画設計基準
設計「水路トンネル」（P.152）

箇所の確認孔を設け，No.５K孔とNo.９K孔では隙間
なく充填され，No.15K孔では21cmの空洞が確認され
た。しかし，No.15孔について0.15MPaまで上昇してい
る。一度はグラウトで満たされたが周辺の地下水の影
響で地山岩盤の亀裂に生じた水みちからリークした可
能性が考えられる。また確認孔空洞確認箇所に可塑性
材の注入も考えられるが空洞が小さく構造的影響が少
ないと判断し作業を終えた。トンネル覆工地山調査結
果，地下水位が懸念されると可塑性材で設計すること
もあるが，トンネル空洞を第一段階で比較的安価なエ
アミルク，エアモルタルで充填，グラウト硬化後の確
認孔で処理できなかった空洞量に対し可塑性材を行う
などの手法も有効と思われる。いずれ実際空洞充填工
事の場合，現地の地盤状況や施設重要度を勘案しての
対応となる。
（参考）横断26断面による推定空洞量（26.9m3（H20
年調査），25.6m3（H21年調査））に対し1.87（H20
年調査）～1.97（H21年調査），縦断３測線のみによ
る推定空洞量に対し1.87（H20年調査）～1.54（H21年
調査）という比率となった。２倍弱の実績量となった
が、その原因については①地山内への浸透②緩み・崩
落土内への浸透③空洞の見落としがあるのではないか
という結論となった。
　低圧といえども圧力による浸透量の把握は、土質や
含水量、亀裂状況や地下水の影響、その他現場条件が
影響するため、現時点では調査の段階で正確なグラウ
ト量の把握は困難を極めている。データベース化さ
れ、条件等が整理された段階でより精度が増すものと
思われる。そのためには調査フォーマットを精査した
上で工事実施後に記載して整理するなどを行う。これ
らは、トンネル工事に携わる者全般に課せられた課題
であろう。
④	トンネル重要度に応じて必要とされる診断項目の提
案・取りまとめ

図－4　実績注入状況
注３）	グラフの縦軸は覆工方向厚さ（単位mm），横軸は水平方向

測点位置を示す。
注４）	No.数字Ｊ（充填状況確認孔），No.数字Ｋ（充填完了確認

孔）を示す。
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しく，診断調査は施設の変状や劣化の進捗程度にじて
適宜組合せが重要で，今後診断情報の収集・蓄積によ
り適切な組合せ技術の検証が必要である。
　次に現時点で勘案し，今回検討作成した診断フロー
を示す。

土地改良事業計画設計基準　設計「水路トンネル」（P.92）

トンネル診断調査フロー



—　　—23 水と土　第166号　2012

４．最後に

　今まで，水路トンネルの施工に当たり新設する技術
に重点が置かれていたように思われる。
　そのため，補修や補強の技術情報は少なく，対策工
法を実施するにしても工法の選定などに迷いが生じ
る。今置かれている状況をつかみ，診断し，原因を特
定し，劣化予測を行い，機能保全コストを考えると
いったプロセスとストーリー性を持った考え方を導入
する必要がある。また補修，補強技術の現地への適用
性などを確認するためにモニタリング調査を行うと
いった取組も必要であろう。
　水路トンネルの診断調査に当たっては，今回提案さ
せていただいたように段階かつ重要度を考慮しての組
み合わせ技術によることでコスト縮減や精度の向上が
図られるものと思われる。
　土木技術は長い年月の中で経験的に構築されてき
た。水路トンネルの補修・補強に当たっても，地道に
一歩一歩問題を解決することが我々に課せられた課題
と信ずるものである。

注）	トンネル診断に当たっては，地山状態を明らかにするボーリン
グ調査はBTV，地山の緩みの坑内地質調査は坑内弾性波探査，
孔壁弾性波探査，地山貫入計測などライニング厚さは電磁波
レーダや超音波法，CCDカメラ撮影など非破壊，微破壊の診断
技術が採用されている。
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事業で実施された対策工事から選定）を対象に整理し
た。
⑵地域別変状要因の傾向
　機能診断調査結果から，変状要因の地域別傾向を調
査した。（図−１）
　凍害による変状が発生しやすい施設の割合は，北海
道，東北，北陸，関東地域の順で，アルカリ骨材反応
による変状が発生しやすい施設の割合は，北陸，東海
地域で多い傾向が見られた。
　一方，塩害による変状が発生しやすい施設は全般的
に少ないが，北海道，東北，中国四国，九州地域の一
部でみられた。
　次に，機能診断調査時に判定された施設の使用環境
について整理した。（図−２）「最低気温０℃以下」
は，北海道，東北地域等の寒冷地，「反応性骨材の使
用」は，アルカリ骨材反応の割合が多い北陸地域でみ
られ，一定の地域性が現れた結果となっている。
　なお，複数の使用環境に該当する施設があるため，
地域別の総数は100％を超える。

１．はじめに

　現在，高度経済成長期に国営土地改良事業等によっ
て造成された農業水利施設は，順次，更新時期を迎え
ており，厳しい財政状況の中，既存施設を有効利用
し，施設の機能を長期にわたり保全する長寿命化対策
の推進が課題となっている。
　このためには，農業水利施設の変状要因を十分に把
握した上で，施設の要求性能に適した機能診断調査手
法や対策工法を選定するための考え方を整理し，多種
多様な長寿命化技術の体系化1）及び対策工事の品質確
保を図ることが必要となる。
　そのため，平成23年４月に土地改良技術事務所内に
設置された技術支援センター（関東農政局），保全技
術課（各地方農政局）では，鉄筋コンクリート開水路
を対象に，機能診断調査・対策工事を実施した事例を
もとに，補修や補強等の対策が必要な施設，現場で実
際に対策工を実施した施設の使用環境，変状要因，対
策工等の関連性について整理した。さらに，施設の劣
化状態や変状の程度，対策工の目的，劣化過程等に応
じて，実際に現場でどの様に工法等を選定しているか
調査した。今後，現場で長寿命化対策を行う場合に，
適切な工法選定を行えるよう，これらの調査結果をも
とに，長寿命化技術の体系化に向けた評価・分析を行
い，技術参考資料を作成していくこととしている。

２．鉄筋コンクリート開水路の変状要因

⑴調査事例数
　鉄筋コンクリート開水路の変状要因を表−１に示す
過去の事例129施設（全国でＨ19～Ｈ21に実施した国
営造成水利施設保全対策指導事業とＨ16～Ｈ22に国営
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陥」35％，「凍害」13％であった。
　全体の約４割がひび割れの発生要因を「不明」とし
ていることから，現場におけるひび割れ発生要因の判
断が難しいことが伺える。
　また，地域別のひび割れ発生要因（図−６）は，初
期欠陥は東北を除いてほぼ全ての地域で見られている
が，凍害は北海道，東北，関東，中国四国地域で見ら
れている。
　なお，複数の変状がみられた事例については，主た
る変状１種類について整理した。

⑶地域別の変状発生状況
　今回集計の鉄筋コンクリート開水路の主要な変状発
生状況（図−３）は，「摩耗」38％，「ひび割れ」
30％，「目地の損傷」16％で，合わせて全体の８割以
上を占めた。特に「摩耗」，「目地の損傷」は，他の
土木構造物にあまり見られない農業水利施設特有の変
状と思われる。
　これらについて地域別の傾向を整理（図−４）する
と，摩耗は各地域に分布するが，ひび割れは関東，北
海道，北陸，九州地域で多く，目地の損傷は近畿，中
国四国地域で多い傾向が見られた。
　次に，「ひび割れ」の発生要因を整理した。（図−
５）最も多かったのは「不明」38％，次いで「初期欠

図－１　変状要因の地域別傾向

図－２　施設の使用環境の状況（地域別）
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　一方，施設の周辺環境から「塩害」によるひび割れ
の発生が想定される地域の場合，特出した結果が出て
いない。これは，事例数が少ないことが影響している
のではないかと思われる。
　なお，複数回答の施設があるため，地域別の総数は
100％を超える。

⑷周辺環境から想定される発生要因との関係
　機能診断調査結果によるひび割れ発生要因と，周辺
環境から想定される発生要因との関係を整理した。
（図−７）
　周辺環境から「凍害」によるひび割れの発生が想定
される施設の場合，機能診断調査結果の発生要因は，
「初期欠陥」24％，「凍害」94％，「アルカリ骨材反
応」０％，「その他外力」60％，「経年劣化」０％，
「摩耗」83％，「不明」18％であり，周辺環境が「凍
害」が想定される地域であっても「摩耗」や「その他
外力」等，凍害以外の要因によりひび割れが発生して
いる。
　また，施設の周辺環境から「アルカリ骨材反応」に
よるひび割れの発生が想定される地域の場合，機能診
断調査によるひび割れの発生要因は，「アルカリシリ
カ反応性骨材の使用」67％によるものが突出している
が，その他にも「摩耗」33％，「初期欠陥」24％，
「その他外力」20％と，アルカリ骨材反応特有の発生
要因以外によるひび割れも多く発生している。これ
は，周辺環境から想定されるひび割れ発生要因の他に
も様々な要因が絡み合ってひび割れが発生しているこ
とが推察される。

図－３　鉄筋コンクリート開水路に発生した変状

図－４　鉄筋コンクリート開水路に発生した変状（地域別）

図－５　鉄筋コンクリート開水路のひび割れ発生要因

図－６　鉄筋コンクリート開水路のひび割れ発生要因（地域別）

図－７　機能診断調査結果によるひび割れ発生要因と
　　　周辺環境から想定される発生要因との関係
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⑵対策工の種類と変状
　現場で施工された対策工の種類（図−８）は，「ひ
び割れ補修」，「表面被覆」，「目地補修」，「断面
修復」等，現場では様々な対策が行われている。これ
を地域別に整理した結果（図−９），関東は「ひび割
れ補修」，「表面被覆」，「断面修復」が平均的に行
われているが「目地補修」は少ない。近畿は「目地補
修」が突出している。
　次に対策工が施工された施設の変状を整理した結果
（図−10），対象となった変状は，「ひび割れ」41％
が最も多く，次いで，「目地の損傷」29％，「摩耗」
26％で，この３種類の変状で全体の約９割を占めた。
　また，地域別の対策工が施工された施設の変状（図
−11）では，関東地域は「ひび割れ」，近畿地域は
「目地の損傷」，中国四国地域は「目地の損傷」，
「ひび割れ」，九州地域は「摩耗」がそれぞれ突出し
ている。
　変状として割合の多い「ひび割れ」，「目地の損
傷」，「摩耗」に対して，実際に現場でどの様な対策
工を施工しているかを整理した結果（図−12），変状
要因別に対策工を使い分けていることがわかる。ま

３．鉄筋コンクリート開水路の対策工法

⑴調査事例数
　変状や劣化要因等と対策工法の関係を明らかにする
ため，鉄筋コンクリート開水路に発生した変状に対し
て，実際に現場でどの様な工法を選定し，対策を実施
しているか表−２に示す156施設（Ｈ16～Ｈ22に国営
事業で実施された対策工事から選定）で分析した。

表－２　調査対象施設数

図－８　現場で施工された対策工

図－９　対策工の実施状況（地域別）

図－10　対策工を施工した施設の変状

図－11　対策工を施工した施設の変状（地域別）



—　　—28水と土　第166号　2012

・	劣化因子の抑制：鉄筋腐食の進行速度を抑制す
る。
・	劣化因子の除去：ひび割れ，浮きが生じたコンク
リートを取り除く。

　「摩耗」，「目地の損傷」に対しての対策工の目的
は，「構造の改善」が半数以上を占めている。一方，
「ひび割れ」の場合は「劣化因子の遮断・抑制・除
去」が７割以上を占めていることから，「摩耗」，
「目地の損傷」は，耐荷性がある程度低下した時点で
の対策，「ひび割れ」は劣化因子への対策が多いこと
が推察される。	
　次に，主要変状要因別に対策工の実施に至った劣化
過程を整理（図−16）したが，いずれも「不明」とし
ている事例が最も多く，機能診断調査時点での劣化過
程の特定が困難であることが伺える。
　そのため，対策工の実施に至った劣化過程を「不
明」とした施設を除いて整理した。（図−17）「ひび
割れ」，「摩耗」は，「Ⅱ進展期」，「Ⅲ加速期前
期」の中期段階で対策がとられる傾向がみられる。一
方，「目地の損傷」は「Ⅳ劣化期」以降で対策がとら
れる傾向がみられる。

た，対策工が施工された施設の変状の程度を整理した
結果（図−13）では，「ひび割れ」の場合は「部分
的」な変状が発生した時点での対策が多い。一方，
「目地の損傷」，「摩耗」は「全体的」に変状が発生
した時点での対策が多い傾向となった。
　この結果から，「ひび割れ」は早期の対策，「目地
の損傷」，「摩耗」はある程度広い範囲で変状が発生
した場合に実施されることが多いと推察される。
　次に，対策工が施工された施設の変状の発生要因を
整理した。（図−14）「ひび割れ」の場合は「初期欠
陥」が最も多く，次いで「凍害」となっている。目地
の損傷の場合は「不明」が約７割以上を占めており，
変状が発生した要因が特定されていない場合が多い傾
向となった。
　今後は，開水路における目地の変状要因を明らかに
していく必要がある。
　次に対策工の目的を以下のとおり区分し，変状要因
別に整理（図−15）すると以下のとおりとなる。
・	構造の改善：劣化した部材の耐荷性が懸念される
箇所を補強する。
・	劣化因子の遮断：コンクリート表面を保護し，劣
化要因の侵入を遮断する。

図－12　対策工の状況（変状要因別） 図－15　対策工の目的

図－13　対策工を施工した変状の程度 図－16　変状別の劣化過程割合

図－14　変状発生要因 図－17　変状別の劣化過程割合（「不明」を除く）
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４．おわりに

　今回の整理で，一定の傾向が見られた項目もある
が，データ数が少ないこと，およびデータの偏りによ
り，劣化変状の地域特性や施設使用環境の整理がまだ
不十分であることから，今回の分析結果が必ずしも正
しい傾向を示しているとは限らないと思われる。
　今後も引き続きデータの蓄積を行い，分析精度を高
めることで，農業水利施設における劣化変状の特徴を
つかみ，現場における工法選定の充実に繋げていきた
い。
　最後に，本分析において御協力いただいた関東農政
局利根川水系土地改良調査管理事務所保全技術セン
ターならびに各地方農政局土地改良技術事務所保全技
術課等，関係者に感謝を申し上げて末筆と致します。
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本報文は2007年に幹線用水路８kmの機能診断を行
い，その結果に基づき４つのシナリオのLCCを比較し
た。このプロセスを試算として示す。

２．タゴン地区の概要

　第１期工事は1971年着工，1974年に完成し，1987年
から1989年に改修工事援助が行われた。LCC試算は幹
線用水路のみを対象とした。調査時点の経過年数は20
年である。
　①受益面積：水田灌漑800ha（計画），2007年１月末現
在658ha②幹線用水路：コンクリートブロック張り8.8km③
用水機場：ポンプ３台④排水機場：固定ポンプ２台　フ
ローティングポンプ１台⑤貯水池：No.1，No.2

３．劣化状況

　中村ら 1）は施設機能診断マニュアル（調査編）（案）
（2004）2）の調査表をもとに海外の現地の特性に合わせ
て変更した水路診断判定区分表を用いて 10m毎に評
価し１ユニット 100mとして点数を求めた。機能診断
結果では，A：早急に整備が必要なもの，B：整備の
緊急性が低いもの，C：整備の必要がないもの，の３
ランクで評価したが，ライフサイクルコストを検討す
るうえで，さらに細かい評価による対策のシナリオ作
成を行うことを想定し，５段階の健全度ランクに対応
して評価を行うものとする。機能診断の評価ランクと
ストックマネジメントマニュアル 3）の健全度ランクは，
表−１のように対応する。

４．劣化予測方法

　劣化予測は，個別劣化現象の進行過程に着目したモ
デルと施設の健全度の統計的推移に着目したモデルに
大きく区分される。詳細な劣化予測には個別劣化現象
モデルを用いる方が望ましいが，個別の農業水利施設

１．はじめに

　東南アジアの諸国政府では，最も有効に財源を投資
するための，農業用水利施設の改修に関する判断基準
を模索している。今回，ラオス・タゴン地区における
コンクリートブロック張り幹線用水路の機能診断結果
を基に，整備工事として低品質のコンクリートブロッ
クの表面張替え，中品質の同工法全面張替え，高品質
の鉄筋コンクリートライニングの部分施工，同工法の
全線施工という４つのシナリオを設定し，LCC（ライ
フサイクルコスト）を求め試算として示した。
　今回の試算では劣化モデルとして単一劣化曲線モデ
ルとマルコフ連鎖モデルを用いた。単一劣化曲線モデ
ルは，個別施設の対策実施時期の設定に適用しやす
く，判断基準が明確であるが，劣化速度が全施設同じ
になるためグループ毎の整備対策量が固定されてしま
う欠点がある。一方，マルコフ連鎖モデルは施設群と
しての予想に適用しやすく，劣化度の確率分布を求め
るため，より現実に近い予測が可能だが，整備対策の
タイミングを判断する劣化度の占有率の設定基準が明
確でない。したがって，双方の手法の弱点を相互に補
完させるため，今回はじめて試算として両モデルを適
用し，劣化予測を行った。シナリオ１，２では対策の
タイミング判断で単一劣化曲線モデルの結果を，対策
整備量はマルコフ連鎖モデルを用い，シナリオ３，４
ではタイミング判断及び対策整備量にマルコフ連鎖モ
デルを用いた。なお，劣化モデルの検討にあたって
は，本来，複数年データによることが基本であるが，
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とし，機能診断時の健全度ランク分布に一致するよう
に遷移確率を表−２のように求めた。マルコフ連鎖モ
デルは，ある健全度を示す施設ユニットが，次の年に
健全度ランクを落とす確率（p）を表−２のように求め，
現状の健全度ランクが維持される確率を（１− p）と
する。

５．シナリオ作成の基本方針 4）

５−１．対策の実施時期
⑴シナリオ１　単一劣化曲線モデルにより補修・補強
整備対策の時期の判断を行う。シナリオ１は機能診断
時にS−１～３と評価された施設は直ちに整備対策を
実施する。整備後の劣化は，耐用年数20年の劣化曲線
とする。
⑵シナリオ２　機能診断時にS−１～２と評価された
施設は直ちに整備対策を実施する。整備後の劣化は，
耐用年数30年の劣化曲線とする。
⑶シナリオ３及びシナリオ４　一方，水路のような線
形施設にあっては，水理ユニット（路線単位）に占め
る要対策施設の割合から整備対策時期を判断すること
が一般的である。施設群全体評価の考え方として，施
設群における劣化状態の占有率から，以下のような評
価方法が提案されている。
　（機能診断マニュアル3）に準じた考え方）健全度S
−３以下の占有率が全体の1/3に達する時期に整備を
実施する。（ストックマネジメントマニュアル４）に
準じた考え方）健全度S−３以下の占有率が全体の1/2
に達する時期，又はS−２以下の占有率が全体の1/4
（25％）に達する時期に対策を実施する。

がどのような劣化原因で劣化しているのかも明らかに
なっておらず，本モデルを適用するための十分なデー
タがないため，本検討では統計モデルの適用が現実的
であると判断した。
4 − 1．単一劣化曲線モデル　
　単一劣化曲線モデルの適用においては，対象施設
は，新設時点では健全度（S−５）であったと仮定
し，以下の式で劣化傾向を近似する。
　　　　y=ax2＋5
ここに　a：係数
　　　　y：健全度（S−１～５）
　　　　x：供用年数
　図−１に示す単一劣化曲線上の黒丸は機能診断時の
供用年数と健全度の交点を示すが，健全度S−５の場
合，a=０となり，永久に劣化しないことになるので，
便宜的にS−４とS−５の中間値で劣化するものと仮定
し，健全度４.５とした。
　最も占有率の高いS−４を本地区の代表とすると，
本地区の平均耐用年数は概ね40年と推定される。

4 − 2．マルコフ連鎖モデル
　幹線水路全体で診断結果を集計し，健全度がどの程
度あるかを整理し，診断時点の各健全度が全体に占め
る割合を計算する。機能診断時における健全度分布を
元に健全度占有率の変化予測を行った結果は図−２に
示すとおりである。供用開始時の健全度は全て S−５

表－１　機能診断評価とストックマネジメント健全度の対照表

図－１　劣化単一曲線

図－２　マルコフ連鎖モデルによる健全度占有率

表－２　遷移確率
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６．ライフサイクルコストの算定手法

６−１．基本式
　ライフサイクルコストの算定式は以下のとおりであ
る。
　　LCC=Ci＋Σ(Cm×Fpw)＋Cr×Fpw
ここに	Ci：初期建設コスト
　　　Cm：	対策実施コスト　補修等実態調査からコ

スト推定，マルコフ連鎖モデルで実施量
を推定

　　　Cr：	施設の廃棄・撤去コスト（本検討では考慮
しない）

　　　Fpw：現価係数（＝１/	(１+	i )	t）
　　　i：社会的割引率（資本利子）＝10％
　　　t：費用発生年次
　ストックマネジメントにおいては，現時点から将来
にわたる一定期間の対策コストの合計を機能保全コス
トとして計上するものとし，評価期間は，ストックマ
ネジメントマニュアル（共通編）3）に準じて，保全計
画立案時点から40年とする。

機能保全コスト＝

このとき，
　　　Ci・m：	評価期間40年で実施される初期建設・

保全対策・廃棄の全ての工事費
　　　Re：	評価期間終了時点の残耐用年数（ただし，

Re≧０）
　　　Du：個別対策の耐用年数
６−２．保守点検費
　当該地区における工法別の保守点検費の実績や劣化
による漏水被害等の損失は現段階ではデータが不足し
ており，保守点検費は考慮しない。
６−３．水路標準図
　現在の水路標準図を図−３，水路諸元を表−４に示
す。
６−４．整備費用単価
　現地の建設単価により求めた整備費用を表−５に示
す。

　シナリオ３及びシナリオ４は，この３つの評価方法
から，「健全度S−３以下の占有率が全体の1/3に達す
る時期」を用い整備を実施する。
５−２．整備対策の頻度と対策工法
　整備対策の頻度と対策工法の品質はトレードオフの
関係にあり，高頻度・低品質整備，中頻度・中品質整
備，低頻度・高品質整備の３タイプとし，さらに整備
対象が要対策と判断される施設に限定した場合（シナ
リオ３参照）と全線を整備するケース（シナリオ４参
照）を想定する。検討工法は，当該地区で実績のある
無筋コンクリートブロック工法をベースとし，高品質
工法は，側壁，底版のひび割れ，剥離などに対する抑
止効果が高い鉄筋コンクリートライニングを想定す
る。（表−３）
５−３．工法別の耐用年数
　工法別の耐用年数は以下に基づき設定した。
⑴低品質工法（シナリオ１）　劣化部の無筋コンク
リートブロックt=100mmの表面張替えにとどめる。耐
用年数は明確でないが，無筋コンクリートブロック全
面張替えとした場合の30年より耐用年数は短いと想定
されるので，20年と仮定した。
⑵中品質工法（シナリオ２）　S−２以下は裏込土の
補修を含む無筋コンクリートブロックt=100mmの全面
張替えとする。マルコフ連鎖モデルによる劣化予測を
行った場合，上記１．に示す機能診断マニュアルに準
じた考え方から，図−２に示すように健全度S−１～
S−３の占有率が全体の1/3以上となる時期が概ね32年
であることと下記⑶高品質工法より耐用年数は短いと
想定されるので，30年と仮定した。なお，図−１に示
す単一劣化曲線では最も占有率の高いS−４を本地区
の平均とすると，40年程度となるが，耐用年数が短く
なるマルコフ連鎖モデルを優先した。
⑶高品質工法（シナリオ３及び４）　単鉄筋コンク
リートライニングt=200mmについては実績がないの
で，日本における農業水利施設の標準耐用年数から耐
用年数40年を使用した。

表－３　整備対策のシナリオ

図－３　タゴン地区水路標準断面図
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６−５．残存価値
　評価期間を40年とした場合，機能保全のための投資
が回収されないまま，評価期間を終了するケースが生
じる。また土地改良事業は，耐用年数や機能の異なる
複数の施設を一体的に整備することが一般的であり，
評価期間の経過時点における残存価値が比較的大きい
場合が想定されることから，耐用年数を残している施
設の残存価値を定額法に基づいて算定する5）。残存価
値は，評価期間最終年においてS−４（評価Ｂ：対策
の緊急性が低い），S−５（対策不要）の残存耐用年
数と占有率から求めた。
　残存価値＝	建設コスト×残存耐用年数／耐用年数×

残存S−５，S−４の施設量
　ここに，建設コスト：対策整備に要するコスト
　　　　　残存耐用年数：耐用年数−整備後の
　　　　　　　　　　　　供用年数≧０
　　　　　施設量：マルコフ連鎖モデルから求まる
　　　　　S−５，S−４の占有率×総施設量
　上式から残存耐用年数が０であれば耐用年数経過後
の残存価値は０％となる。

７．シナリオ別ライフサイクルコスト

７−１．シナリオ 1
　①機能診断時にS−１～S−３と評価された施設は
無筋コンクリートブロック表面張替え。②整備後の劣
化は，図−４に示す耐用年数20年の劣化曲線。残存耐
用年数20年（＝20年−（2048−2048））③整備時期は
ほぼ等間隔のため，単一劣化曲線に従って表−６のよ
うに整備時期を決定する。対策時期に基づいてマルコ
フ連鎖モデルにより健全度占有率の変化を求めると図
−５のようになる。各対策時期の整備量はほぼ同水
準であり，対策時期の選定は妥当であると判断でき
る。なお評価期間最終年度（2048年）は，対策時期と
重なっており，残存価値は100％（表−７）となる。
現価係数は，１/	 (１+	 i )	 t	 に社会的割引率（i）10%
と経過年（t）を適用して求めた。現価累計は，現在
価値を表−８で得た必要経費（整備費）に現価係数
を乗じて求め，それを累計した。残存価値は，S−４

表－４　水路諸元

表－５　工法別整備費用（単位Kp：キップ）

図－４　S−3で整備を行った単一劣化曲線（シナリオ１）

表－６　対策時期の決定（シナリオ１）

図－５　各健全度施設の対策整備量（シナリオ１）

表－７　評価期間における対策時期と整備量（シナリオ１）

表－８　整備費と残存価値（シナリオ１）

表－９　現価累計の計算（シナリオ１）
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７−３．シナリオ３
　①S−１～S−３の占有率が全体の1/3に達した時
点でS−１～S−３の施設を高品質工法の鉄筋コンク
リートライニングt=200mm（複鉄筋）で整備。②耐
用年数は40年，整備のタイミングは，単一劣化曲線
は用いず，マルコフ連鎖モデルによる。残存耐用年数
は，37年（＝40年−（2048−2045））。以下シナリオ
１，２と同様，残存率0.959（95.9%），整備費用1,357
（1000Kp/m），37年/40年，現価係数0.0221，求めた
残存価値を控除したLCCは1,941,651（1000Kp）（図−
８，表−14，15，16）。

とS−５の残存率1.0（100.0%）×総延長8,500m×整備
費用473（1000Kp/m）×残存耐用年数20年/耐用年数
20=4,020,500（1000Kp）となる。4,020,500（1000Kp）
に現価係数0.0221を乗じて求めた残存価値88,853
（1000Kp）を控除し1,105,486（1000Kp）が残存価値
控除後のLCCである（表−９）。
７−２．シナリオ２
　①S−１～S−２と評価された施設は無筋コンクリー
トブロック全面張替え（裏込土の補修含）。S−３
は低品質工法で対応。②整備後の劣化は，耐用年数
30年の劣化曲線。残存耐用年数は，20年（＝30年−
（2048−2038））。③整備時期の近いところを，整
備間隔15年で平準化する。以下シナリオ１と同様に，
残存率0.721（72.1%），総延長8,500m，整備費用651
（1000Kp/m），20年/30年，現価係数0.0221，求めた
残存価値を控除したLCCは1,090,295（1000Kp）（図−
６，７，表−10，11，12，13）。

図－６　S−２で整備を行った単一劣化曲線（シナリオ２）

表－10　対策時期の決定（シナリオ２）

図－７　各健全度施設の対策整備量（シナリオ２）

表－11　評価期間における対策時期と整備量（シナリオ２）

表－12　整備費と残存価値（シナリオ２）

表－13　現価累計の計算（シナリオ２）

図－８　各健全度施設の対策整備量（シナリオ３）

表－14　評価期間における対策時期と整備量（シナリオ３）



—　　—35 水と土　第166号　2012

７−５．シナリオの比較
　図−10に示すように残存価値を含めたLCCが最も低
くなるシナリオは，シナリオ２中頻度・中品質整備の
現価累計937,472（1000千Kp）が最も低くなった。

８．おわりに

　同様にシナリオ別LCCの比較を行った他地区の事例
では，高頻度・低品質整備が最も低くなった。これは
当地区の整備費はシナリオ１の473（1000Kp）/mから
シナリオ２の651（1000Kp）/mへ増加したが，耐用年
数が20年から30年への増加することによるLCCへの影
響度合いが幾分大きかったためである。
　対策工法は整備費用のみならず耐用年数，対策頻度
にも関係するため，対策工法の選択によりLCCが異な
ることを認識して対策工法を選択する必要がある。
　調査の実施に当たっては，農林水産省国際協力課他
関係者のご指導を頂いた。ここに記して謝意を表しま
す。
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７−４．シナリオ４
　①S−１～S−３の占有率が全体の1/3に達した時点
で全線の整備を行う。②耐用年数は40年，整備のタイ
ミングは，単一劣化曲線は用いず，マルコフ連鎖モデ
ルによる。残存耐用年数は，12年（＝40年−（2048−
2020））。以下シナリオ１，２，３と同様，残存率
0.752（75.2%），整備費用1,357（1000Kp/m），12年
/40年，現価係数0.0221，求めた残存価値を控除した
LCCは3,284,037（1000Kp）（図−９，表−17，18，
19）。

表－15　整備費と残存価値（シナリオ３）

表－16　現価累計の計算（シナリオ３）

図－９　各健全度施設の対策整備量（シナリオ４）

表－17　評価期間における対策時期と整備量（シナリオ４）

表－18　整備費と残存価値（シナリオ４）

表－19　現価累計の計算（シナリオ４）

図－10　シナリオ別ライフサイクルコスト
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φ2,400mmの鋼管製の管水路で渡河するサイホン形式
となっている。
　このサイホンは，宮竹用水への導水を行う施設であ
ることから「宮竹サイホン」と呼ばれ40年以上に渡り
安定的に農業用水を供給している。本施設は，逆サイ
ホン形式となっていることから，停水期でも常に水が
抜けないため40年以上常時水につかった状態となって
いた。
　これまで管内の機能診断調査が実施されたことはな
かったが，平成21年に初めて水を抜いての機能診断調
査と対策工法の検討を行った。本報では，逆サイホン
形式の鋼管における機能診断の手法と保全対策工法に
ついて報告を行うものである。

２．宮竹サイホンの概要

（1）諸元
　宮竹サイホンは，1968年に鋼管で築造されており，
通水量はピークの代かき期（４月20日～５月３日のう
ち１週間）で13.33ｍ３/s，その他のかんがい期（４月
13日～９月10日）で10.2ｍ３/sであり，このほかに非か
んがい期には水路維持用水として4.87ｍ３/sの流量が流
下している。

１．はじめに

　石川県の手取川流域に広がる水田地帯は，扇状地に
広がる肥沃な土壌と白山連峰を水源とする豊富な水量
により，県内で随一の穀倉地帯を形成している。白山
市鶴来に位置する白山頭首工は，昭和12年に手取川水
力発電株式会社により築造され昭和24年に農林水産省
により嵩上げ工事が実施されて現在に至っており，手
取川両岸に広がる農業用水を一括取水する施設となっ
ている。白山頭首工から取水された農業用水は，手取
川流域の8,600haの農地へ配水されている。
　白山頭首工より取水された農業用水は，幹線水路に
設けられた背割り分水工で分水され，手取川七ヶ用水
土地改良区が管理する右岸側の5,800haと宮竹用水土
地改良区が管理する左岸側の2,800haの農地へ配分され
る。分水後は，右岸側から左岸側へ手取川の河床下を
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１）座屈に対する検討
　水中で測定した管厚の結果を基に，外圧に対して管
が安全であるか検討を行った。鋼管の許容座屈応力PK
は，土地改良事業計画設計基準　設計「水路トンネ
ル」より次式で示される1）。

　ここで，宮竹サイホンの円周方向軸応力σNを口径
2,400mm，管厚を水中測定の最低値であるt=16mmと
設定し，鋼管のヤング係数200kN/mm2，ポアソン比
を0.3として算出すると86,716N/mm2である。
　また，鋼材の降伏点σFを225kN/mm2とすると，限
界座屈応力は1.119kN/mm2となる。
　これに対して，鉛直応力はサイホンの最深部で発生
するため，最大土被り５m，土の単位体積重量を飽和
状態の20.0kN/m3と設定し，安全率1.5として0.186kN/
mm2と算定される。
　この結果より，限界座屈応力は鉛直応力より大きい
ため問題ないと判断した。
２）たわみに対する検討
　たわみに対する安全性の判定は，土地改良事業計画
設計基準　設計「パイプライン」による設計たわみ率
と比較して判定を行った2）。
　土地改良事業計画設計基準　設計「パイプライン」
では許容たわみ率を５％（表−２参照）としており，
今回測定した値は許容範囲内であったため，偏土圧や
転石等による点加重が発生している可能性は低いと考
えられたことから，安全性に問題がないと判断した。

（2）構造
　宮竹サイホンは分水してから呑口部のコンクリート
水槽とトランシジョン部を流下し，340.8mの鋼管部
分を経て吐口部の水槽へと吐出しされる。管路は，流
入口から手取川の河床に向かって河川堤防下に勾配
約1/3.7で埋設され，河床部の勾配変化点まで43.4mの
延長となっている。さらに手取川をほぼ垂直に勾配
1/208.6で対岸の変化点まで255.8m，さらに河床部か
ら吐口に向けて勾配1/4.2で上り41.6mの延長となって
いる。堤防埋設部分はコンクリート巻き立てされてお
り，鋼管の厚みは12mm，河床下は18mmの厚みで設
計されている。

３．機能診断調査

（1）潜水調査
　管内の水を抜き取って調査を実施するのに先立ち，
鋼管の概略の状態を把握する目的で潜水夫による調査
を実施した。
　調査項目は鋼管の機能診断項目である定量調査のう
ち，潜水夫による調査が可能で水を抜いた際の安全性
を判断できる項目として，錆の発生状況，管厚及びた
わみ量を計測することとした。
　測定位置は管の曲がり部と土被りの最大・最小部及
び被り厚の変化点とした。
①調査結果
　水中カメラによる目視では，管内に錆が瘤上に点在
しているほか，管の底面は砂による摩擦で塗装が削ら
れている状況が確認できた。また管厚とたわみの測定
の結果を表−１に示す。

②安全性の判定
　調査結果を踏まえ，座屈及びたわみに対する観点か
ら判定を行った。

写真－２　宮竹サイホン鋼管の全景（造成時）

表－１　潜水夫による調査結果
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スであることから，側面からの圧力が鉛直方向より大
きく，それ以降は鉛直方向のたわみがマイナスであ
り，側面からの土圧より鉛直方向の加重が大きいと推
定される。
　また，３％を超えたバレルNo.127～142について
は，鉛直方向にパイプサポートを設置した。

２）塗膜厚測定

　塗膜厚は，管の底面については砂礫により剥離して
いることが確認された。
　また，管の側面及び天井部で錆瘤が発生せずに塗膜
が残っている部位において計測を行った結果，100μm
以上の塗膜厚が残っていることが確認された。

（2）機能診断調査
　潜水夫による簡易調査により安全性が確認できたこ
とから，管内の水を排水し機能診断調査を実施した。
管内の水は約1,850m3であり，口径100mm及び200mm
の水中ポンプを１台ずつ用いて約24時間をかけて排水
を行った。
①計測管理方法
　鋼管は２mの製品を工場で４mに溶接して現場に搬
入し，さらに現場で溶接して施工されている。このた
め，溶接毎にバレルNoを付して観測の管理を行った。
　バレルは，始点の１バレル～25バレルがサイホンの
下り傾斜部で延長41.508m，26～156バレルが河床部で
延長255.835m，157～179バレルがサイホンの上り傾斜
部で延長41.644mである。
　これらのバレルのうち勾配変化点や上載加重変化点
で12の定点を設定した。
　調査は，管の機能診断調査項目として定量的な把握
が可能な以下の項目とした。
１）たわみ量測定，２）塗膜厚測定，３）管厚測定，
４）発錆分布調査
②調査結果
１）たわみ量測定

　たわみ量は全ての定点で許容値の５％以内に収まる
結果となった。定点４までは鉛直方向のたわみがプラ

表－２　設計たわみ率

表－３　たわみ量測定結果

写真－３　たわみ量測定の状況

表－４　塗膜厚測定と腐食割合調査結果
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４．健全度評価

（1）健全度評価
　パイプラインの健全度評価は，「事故履歴・漏水
量」，「管内面調査」及び「管外面調査」に区分され
る3）。宮竹サイホンはこれまでに事故は発生しておら
ず，本調査において漏水は確認されなかったことか
ら，事故履歴・漏水調査は問題がないとした。また，
外面調査については河床下に埋設されていることから
調査ができなかったため，内面調査を対象に評価を
行った。
　調査項目の健全度評価に対応して施設の状態を評価

３）管厚測定

　管厚の設計値は定点１及び12についてはコンクリー
ト巻立て区間であることから12mm，その他の河床部
は18mmである。それぞれの設計値に対して錆こぶを
除去した状態で，最薄値は11.0mm及び16.2mmであっ
た。

４）発錆分布調査
　発錆は全バレルで確認され，形状の違いを次に示す
とおり４分類に分けて発生範囲を調査した。
　錆の発生状況の特徴としては，鋼管の底部では砂礫
の影響で塗膜層が剥離し，管表面の腐食等も削られて
金属光沢が確認される状況であった。管の側面では錆
の堆積や錆こぶが広く分布している状況であった。管
の天井部位には赤さびの発生が確認された。
　また，管の溶接は工場溶接と現場溶接が交互にある
が，現場溶接部については溶接部位に錆こぶが全週に
渡り確認された。これは，現場溶接時の火花等により
塗膜が損傷したことが原因と考えられる。
　定点における錆の発生割合は表−６の通りである。

表－５　管厚測定結果

写真－４　錆こぶ測定の状況

，
， ，

，

図－２　発錆状況展開図

表－６　錆の発生割合
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５．対策工法の検討

（1）対策シナリオ
　対策のシナリオについては，補修，補強，改築の3
工法を次に示す工法により検討を行った。
①補修　モルタル吹きつけによる内面補修
②補強　	パイプインパイプ（PIP）工法による管更正

補強
③改築　推進工法による改築
　対策工法を適用したシナリオを図−３に示す。

（2）機能保全コストの比較
　機能保全コストの算定に当たって，現在時点を2012
年，検討対象期間を40年間として設定した。割引率は
４％とし，40年後の2052年における換算係数は0.20829
として算定を行った。
　また，補修工法で採用するモルタル吹きつけによる
耐用年数を10年，PIP工法では鋼管自体は新しく挿入
されるため耐用年数は40年，改築の耐用年数はサイホ
ンの50年とした。
　機能保全コストの算定結果について表−８及び図−
５に示す。これらの算定の結果，PIP工法による改修
が最も高い評価と判断された。

した結果，腐食及び発錆については「S−３：補修レ
ベル」，たわみ及び蛇行・沈下については「S−５：
変状無し」と評価された。

（2）劣化予測
　劣化予測については，単一劣化曲線モデルやマルコ
フ連鎖モデルに代表される統計モデルと個別劣化現象
モデルに大別されるが，本調査についてもこれらを適
用した。
①統計モデル
　本施設は，宮竹サイホンのみを対象として劣化予測
を行うものであるため，単一劣化曲線を適用して劣化
予測を行った。築造の年度，機能診断の評価年度及び
健全度ランク「S−３」により劣化曲線を作成した。
この結果，S−１までの到達年度は現在より17年後と
診断された。

表－７　パイプライン施設状態評価と診断結果

図－３　劣化曲線

図－４　シナリオ別劣化曲線

表－８　宮竹サイホン機能保全コストの比較
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６．おわりに

　今回の機能診断では大口径パイプラインの逆サイホ
ンについて限られた日数の中で水を抜いて内部調査を
行うというものであった。水を抜ける期間は１週間と
いう制約があったため，事前の潜水夫による診断や仮
設計画，調査，充水といった段取りを綿密に計画する
ことで機能診断を無事に実施することができた。
　今回の機能診断調査の結果，土地改良区をはじめ地
域が心配していたパイプラインの状態が正確にわか
り，今後の対策について最新のストックマネジメント
による保全対策計画を検討することができた。
　本地区では，平成22年度より地域整備方向検討調査
に取り組み，24年度より地区調査の実施を予定してい
る。この機能診断結果を踏まえて宮竹サイホンの国営
事業による改修計画を策定しているところである。
　今後，本報告が全国で老朽化が進む大口径パイプラ
インの施設機能診断の一助となれば幸いである。
　最後に，本調査の実施に当たり神戸大学の河端俊典
教授に様々なご助言とご指導を頂いた。また石川県及
び宮竹用水土地改良区に調査に対する多大なるご協力
を頂いた。この場を借りて深く御礼申し上げます。

図－５　シナリオ別機能保全コスト

写真－５　PIP工法の事例
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「頭が重い」，「イライラする」，「疲労感がとれな
い」，「不眠」といった心理的，生理的問題を誘発す
ることがある。
　「低周波音問題対応の手引き」（環境省H16.6）に
よれば，物的苦情と心身に係る苦情に分け，その参考
値が示されている。物的苦情に関する参考値は31.5Hz
で87dB，心身苦情に関する参考値は31.5Hzで64dBと
なっている。

３．低周波音調査

３．１　事前情報の収集と整理
　低周波音調査の測定箇所を選定するため，事前情報
を下記の通り整理した。
⑴近隣住民から寄せられた情報
　不快音は，頭首工下流方向へ約110m離れた地点に
おいて，冬季の西風が比較的強い日に限って感じられ
るとのことであった。
⑵低周波音の発生源として考えられる施設
　農業用水利施設に関連して，過去にも低周波音が発
生した例があり，越流堰などで越流水が落下水膜を形
成し水膜振動と膜裏空洞固有振動の共鳴が原因である
とされている。細川頭首工でも同様の原因によるもの
とすれば，その発生源となり得るのは次の３施設であ
ることから，これらの施設を対象に調査を行った。
　①洪水吐起伏ゲート（B25.5m×H1.65m×２門）
　②流量調整起伏ゲート（B5.6m×H0.95m×３門）
　③放流工起伏ゲート（B4.0m×H1.05ｍ×１門）
３．２　低周波音測定位置の選定
　計測位置の選定に当たっては，発生源と推測される
施設に近い地点と民地との境界地点を選定した。民地
との境界地点の選定は，相談者宅との境界地点の他に
これより近い位置にある２地点を追加して，表−１及
び図−１に示す６地点において低周波音の測定を行っ
た。

１．はじめに

　細川頭首工は，矢作川第二農業水利事業によって昭
和42年に築造されたフローティングタイプの頭首工
で，一級河川矢作川水系巴川の下流部に設置されてい
る。本頭首工は施設の老朽化への対応として，新矢作
川用水農業水利事業により平成17～18年度に洪水吐
ゲートの更新，土砂吐ゲート，魚道ゲート，放流工
ゲート，流量調整ゲートなどの補修が行われた。
　工事完成後，施設管理者により適切なゲート操作，
管理を行ってきたところであるが，最近になって近隣
住民から低周波音によるものと思われる不快音に関す
る苦情が寄せられ，その発生原因の調査と対策につい
ての検討を行った。本報では，その内容について報告
する。

２．低周波音が人体や周辺環境に与える影響

　低周波音は，周波数100Hz以下の音であり，概ね20Hz
以上は可聴音として人間の耳で感じることが出来る。
　低周波音の影響は，住宅の建具や家具等が，共鳴振
動する物理的問題を発生させることがある。また，
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図－１　低周波音測定場所位置図

写真－２　洪水吐起伏ゲート
写真－４　放流工起伏ゲート

写真－３　流量調整起伏ゲート

表－１　低周波音測定場所
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アル1)を参考に表−２に示す機器を用い，測定量はG特
性音圧レベル（LG）及び1/3オクターブバンド音圧レ
ベルLP，1/3OCT，測定周波数範囲は，1/3オクターブバン
ド中心周波数1Hz～80Hzとし，調査対象ゲートの越流
パターンを変えて各点で測定を行った。
３．４　調査結果
　測定の結果は表−３に示すとおりであり，２号洪水
吐ゲート下流地点で100dBを超える値が観測され，１
号洪水吐ゲートおよび放流工ゲートの越流を停止して
もなお100dBを超える値が観測された。このため，２
号洪水吐ゲートが発生源であると特定された。また，
越流量を変化させて測定した結果，1.9ｍ3/s（越流水
深h=0.12m）より少ないときに発生することも確認さ
れた。
　調査データから周波数解析を行い，1/3オクターブ
バンド周波数のピーク値を整理すると，図−２に示さ
れるように，25Hz以上の周波数で比較的大きな値を示

３．３　測定日の気象状況および測定方法
　測定日は，西風が比較的強く吹く冬型の気圧配置と
なった平成 22 年３月３日に実施した。当日の気象状
況は，晴れ，気温11.8℃～13.1℃，風速1.7m/s～ 3.4m/s，
最多風向は北西よりの風で頭首工の堰から越流水が落
下する方向と逆方向であった。
　低周波音の測定は，低周波音の測定に関するマニュ

表－２　低周波音の測定機器
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表－３　計測スケジュールと31.5Hzの音圧レベル
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し31.5Hzがピークとなった。
　また，現地における，低周波音の発生状況と風の関
係について調査した。風速が概ね2.0m/s以上で比較的
強く，北西風の時にうなり音とともに低周波が発生し
ていた。落下水膜が壊れ上流側へ水しぶきが舞い上が
る非常に強い風の時は，音は消え低周波音が発生しな
いことが確認された。
　低周波音が発生しているときの２号洪水吐ゲートか
らの越流水の落下状況をみると，スポイラの間隔毎に
大きな水膜が形成され，一眼レフカメラで撮影したと
ころ下部では波打っていることが確認された（写真−
５，６）。なお，肉眼で見た場合は，落下水膜の波打
ち状況は確認できなかった。
　その一方，低周波音が発生していないときは水膜が
形成されずに，すだれ状に落下することが肉眼でも確
認できた（写真−７）。
３．５　周辺環境への影響の確認
　低周波音は，「低周波音問題対応の手引き」2)によ
れば，距離が遠くなるにつれ減衰することが解明され
ており，その値は点音源の1/4音場における伝播理論
式を用いて推測することができる。
　L=Lｗ−20・log10ｒ−５
　　L　：予測点における音圧レベル（dB）
　　Lｗ：音源のパワーレベル（dB）
　　ｒ	：音源から予測点までの距離（ｍ）
　図−３のとおりC点の計測値は104dBでありA点の計
測値80dBで，音源から離れるほど減衰していることが
わかる。この結果を基に，相談者宅の音圧を推測する
と75dBとなり，心身の苦情に係る参考値64dBを超え
る値である。
　このことから，施設の境界地点A点で64dB未満に低
減するため，音源で113dB，C−2地点で88dB未満にす
る必要がある。

図－２　周波数分析結果 写真－５　低周波音発生時の状況（1）

写真－６　低周波音発生時の状況（2）

写真－７　低周波音が発生していない状況
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下水に影響を与えるほどではなかった。
　調査の結果は表−４のとおりであり，C−２地点で
の目標値（31.5Hz，88dB）を下回る値となった。ま
た，施設の敷地境界地点（A点）の値は低周波音によ
る心身に係る苦情に関する参考値（31.5Hz，64dB）を
下回っていた。
　また，対策前の周波数分析結果（図−２）では，
31.5Hz付近が突出して高かったが，対策後は図−５の
とおり突出した周波数帯はなかった。
　なお，測定１回目および２回目の音圧レベルが３回
目から５回目より大きくなっているが，越流量が少な
いことから低周波の発生は考えられず，風の影響によ
り数値が大きくなったものと推測される。

　落下水の形状は，対策前のような水膜（写真−５，
６）の形成はみられず，すだれ状で落下していた（写
真−８，９，10）。
　また，点音源の1/4音場における伝播理論式を用い
て第３回目の測定値より推定値を算出すると31.5Hzの
発生源のパワーレベルは94dB，A点の音圧レベルは
45dBと推定される。A点の実測値は57dBであるが風
の影響により一致しないものと考えられる。
　相談者宅での推定値を算出すると40dBとなり，心身
に係る苦情に関する参考値（31.5Hz，64dB）を大幅に
下回っていた。

４．対策工法の検討

　２号洪水吐ゲートには，既に低周波対策として，落
下水膜とゲートに囲まれた空洞の圧力を解放するため
にスポイラを設置している。しかし，スポイラ間隔が
一定でなく，間隔の広い箇所（１ｍ以上）で水膜振動
が生じていた。また，スポイラ間隔が広い場合でも，
その間に現場組立用の吊りフックや継ぎ手補強板があ
ると，これらがスポイラの役目を果たし落下水膜が形
成されないことがわかった（写真−５）。
　そこで，スポイラ間隔を狭くするほど10Hz～
1,000Hzの音圧レベルが低くなるという農村工学研究
所研究報告3)を参考に，本施設のスポイラ間隔の広い
部分に，等辺山形鋼（SUS304）９×75×75を間隔が
最大でも１ｍ未満となるように設置した。

５．対策後の低周波音調査

　測定方法は，対策前と同条件となる西風が比較的強
く吹く冬型の気圧配置となった平成23年３月３日に
実施した。当日の気象状況は，薄曇り，気温6.0℃～
6.5℃，風速4.1m/s～5.6m/s，最多風向は北西よりの
風で頭首工の堰から越流水が落下する方向と逆方向で
あった。対策前の調査日に比べ風速が強かったが，落

図－４　スポイラ設置構造図

表－４　スポイラ設置後の音圧レベル（31.5	Hz）

図－５　周波数分析結果（対策後）

図－３　音源と距離による減衰
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の振動状況を一眼レフカメラにより撮影することがで
きた。また，突出した周波数31.5Hzは可聴域であり現
場において発生状況を確認することができた。
　１号洪水吐ゲートは低周波音の発生源ではないが，
２号洪水吐ゲートと同じ構造であるため，今後の管理
において低周波音の発生がないか注視する必要があ
る。

参考文献
1	環境庁大気保全局：低周波音の測定方法に関するマ
ニュアル，（2000）
2	環境省大気保全局：低周波音問題対応の手引き，
（2004）
3	後藤眞宏，浪平篤，小林宏康，常住直人，関谷
明，：農工研技報207「ゲートの越流水の低周波音
とスポイラによる低減効果」，（2008）

　以上の結果から，スポイラ設置により低周波音対策
の効果を確認することができた。

６．おわりに

　平成22年３月３日の調査において，細川頭首工２号
洪水吐ゲートの越流水膜の振動が低周波音の発生源と
特定されたため，対策工事を実施するまでの期間は2
号洪水吐ゲートの越流量を２m3/s以上で運用したこと
から，低周波音の発生はみられなかった。
　今回の調査では，肉眼で確認できなかった落下水膜

写真－９　スポイラ設置後の越流状況（２）

写真－10　スポイラ設置後の越流状況（３）

写真－８　スポイラ設置後の越流状況（１）
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が，鋼矢板の打設前に試掘調査を行ったところ，水路
の背面に１m程の大塊のコンクリート殻が投棄されて
いることが判明した。これにより当初設計していた鋼
矢板打設工法では施工できなくなり，大幅な設計変更
を余儀なくされた。
　本稿では，設計変更に当たっての土留め工法の比較
及び選定の過程と本現場で講じた隣接家屋への影響対
策について述べる。

Ⅱ．当初の施工計画

１．周辺状況
　本現場は写真−１に示すように，右岸側（写真左
側）の市道に対して左岸側には高さ２m程の重力式擁
壁があり，この上に家屋が建っている。擁壁の一部は
水路側へ大きく傾いている。また，この擁壁下部にあ
る水路壁については目地がずれていることから，家屋
の荷重が水路にも影響を与えていることが想定され
る。
２．土質及び地下水位
　近傍でボーリング調査を１地点で実施した結果，深
度5.4m付近でN値が78となったが，この深度のみで異

Ⅰ．はじめに

　小田井水路は，紀州藩が大畑才蔵に命じて造らせた
農業用水路の一つで，1707年から約20年かけて完成さ
せたものである。その後，1965年（昭和40年）頃から
約10年間かけ農林水産省等によりコンクリート製の用
水路に整備され，現在は全長約30kmの農業用水路と
して，紀の川右岸の橋本市，かつらぎ町，紀の川市，
岩出市に広がる678haの農地に水を供給している。
　本年度に改修している小田井水路の高野口区間は，
高野口町（現在は橋本市）と農林水産省の共同工事に
より平成２年度から平成６年度に実施された国営造成
施設整備事業「紀の川地区」（以下「施設整備事業」
という）により大部分（2,270.0mのうち1996.2m）が改
修された。当時高野口町では，都市化・混住化が進み
生活雑排水の混入が多くなり，小田井水路の維持管理
に支障をきたしていた。そこで施設整備事業により，
用水路を暗渠化して水路内の藻の発生を防ぎ，さらに
町の公共下水道計画と併せることで効果的に用排分離
を行い，小田井水路の維持管理を改善させた。
　橋本市内の小田井水路の改修状況を図−１に示す。
施設整備事業完了時には全延長L=2,270mのうち，
273.8mを残して用排分離された。その後，未改修区
間は，平成13年度から実施されている国営農業用水再
編対策事業「大和紀伊平野地区」に引継がれ，平成
22度までにL=75.4mが改修された。平成23年度は，残
り198.4mのうち41.5mの開水路区間の改修を行ってい
る。
　平成23年度改修区間は，左岸側に家屋が連立し，施
工中の振動により家屋基礎の擁壁の倒壊が懸念される
現場であり，鋼矢板による土留め工法を計画していた
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図－1　橋本市内の小田井水路改修状況
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左岸側の鋼矢板の変位が右岸側に比べて大きくなり，
隣接家屋に影響することが特に懸念された。また，左
岸側の鋼矢板は，引抜きによる擁壁及び家屋への影響
が懸念されるため存置することとした。
　鋼矢板の打設は，隣接家屋があることから無振動
で打設する必要があり，N値が50以下であったことか
ら，当初設計においてはウォーター・ジェットを併用
した油圧注入で施工することとしていた。

Ⅲ．コンクリート殻の出現による工法変更

１．試掘調査
　平成23年12月５日から水路内の一次埋戻しを開始
し，12月７日には右岸側の鋼矢板打設箇所を試掘し
て，地質状況の確認を行った。その結果，写真−２の
ような１m3程のコンクリート殻が，水路壁の背面に
投棄されていることが確認された。その後，右岸市
道に影響を与えない範囲で水路壁に沿って試掘を行っ
た。また，左岸側も隣接家屋に影響のない範囲で確認
を行った結果，左右岸共にコンクリート殻が確認され
た。
２．土留め工法の再検討
　水路壁背面にコンクリート殻があるため，ウォー
ター・ジェットを併用した油圧注入での鋼矢板打設が
困難となった。そこで本現場で採用が可能と考えられ

常に大きな値となったことから玉石に当たった異常値
として除外し，土留め工法の検討ではN値50以下（26
～46）の砂礫層とした。またボーリング孔から測定し
た地下水位は，水路敷高より5.8m低いことが確認され
た。
３．荷重条件及び施工手順
　荷重条件及び施工断面図を図−２に，施工フロー図
を図−３に示す。
　本現場の荷重条件は図−２に示すように，右岸側の
荷重に対して，隣接家屋がある左岸側が非常に大きな
荷重となっている。そのため，一次埋戻しの掘削時に

写真－1　施工区間全景（下流より）

図－３　施工フロー図

図－２　荷重条件及び施工断面図 写真－２　試掘で確認されたコンクリート殻
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工期が長くなることが欠点ではあったものの，許容範
囲内であり，施工の確実性が高い，ロックオーガによ
る先行掘削の後，鋼矢板をアースオーガ併用油圧注入
する工法を採用した。

るプレボーリング式親杭横矢板工法，硬質地盤クリア
工法，ロックオーガ先行掘削＋アースオーガ併用油圧
注入工法の３工法について検討した。各工法の概要及
び検討結果を表−１に示す。
　検討の結果，水路線形を変更する必要があること，

表－１　土留め工法の概要及び検討結果
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２．施工中の擁壁挙動調査
　施工中も継続して家屋基礎の擁壁及び鋼矢板の変位
量を計測することで，施工による影響の有無を確認し
ながら慎重に施工を進めることとした。なお，測点は
写真−４に示す３点とした。
　施工中の調査結果を図−５に示す。先述のとおり，
一次埋戻し後は擁壁の挙動は収束していたが，矢板打
設中の２月13日から再び挙動が確認された。擁壁に隣
接した箇所への矢板打設は２月６日の計測までに完了
していたことから，矢板打設による影響は小さいと考
えられる。２月７日に降雨量が65.5mm/日の豪雨があ
り，雨水による影響の方が大きかったと想定される。
その後，後述する対策を行い施工した結果，整備工を
実施している段階において，着工前からの変位量はお
よそ20～24mmにとどまっている。
３．施工における対策
　施工前の挙動調査により擁壁が非常に不安定な状態
であることが確認されたことから，施工においては，

Ⅳ．隣接家屋への影響を考慮した施工

１．施工前の擁壁挙動調査
　関係者からの聞取り調査から家屋基礎の擁壁は，施
工着手前から水路側へ大きく傾き，変状が進行してい
る可能性があった。そこで写真−３に示すように，工
事着手前から継続的に擁壁の目地開きを計測すること
で，挙動調査を行った。なお測点は写真−３に示す２
点とし，目地開きが増加する方向をプラスとした。
　調査結果は図−４に示すように，９月頃から目地開
きが大きくなっていることが確認された（図−４①部
分）。８月25日の台風12号による降雨の影響があった
と考えられる。その後，小田井水路の通水停止後から
目地開きの広がりが速まった（図−４②部分）が，水
路内の一次埋戻しを行ったところ挙動は収束している
（図−４③,④部分）。従って，水路内の用水の水圧に
より，水路壁及び擁壁の変状が抑制されていたと想定
できる。

図－４　隣接家屋の擁壁挙動調査結果（施工前から先行掘削まで）

写真－３　擁壁挙動調査状況 写真－４　施工中の調査測点
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　２点目は鋼矢板周辺の地盤の緩みを抑制するため
に，存置する左岸側の鋼矢板打設時にセメントミルク
注入により地盤改良を行った。
　３点目は鋼矢板の変位を抑制するために，当初設計
では1段だった切梁を２段に変更し，底盤には底梁と
して水路本体の基礎を兼ねたコンクリート打設を行っ
た（t=100mm）。
　以上の対策を行った結果，図−５に示すとおり一次
埋戻しを行って大型土のうを設置した後は，２月７日
の豪雨があるまでは挙動が安定していることから，対
策の１点目である大型土のう等による仮押さえは効果
があったと考えられる。また，特に隣接家屋への影響
が懸念された鋼矢板打設後の一次埋戻し土及び既設水
路撤去時の擁壁挙動は３mm程度とごくわずかに抑え
られており，対策の３点目であるセメントミルクによ
る地盤改良や３点目の切梁増設等による鋼矢板の変位
抑制の効果もあったと考えられる。

Ⅴ．おわりに

　本現場は施工着手前からすでに傾きの進行している
家屋擁壁に隣接しており，施工による影響に細心の注
意が必要であった。さらにコンクリート殻の出現によ
り，当初想定していた工法・水路線形・仮設構造の変
更対応を早急に迫られることとなり，非常に課題の多
い現場であった。本現場では施工着手前から継続して

一次埋戻し土の土圧による擁壁の変位抑止効果及び特
に影響が懸念された鋼矢板の変位抑止効果を期待し，
以下の対策を行った。
　１点目は水路外側からの土圧により擁壁の挙動の進
行を抑制するために，一次埋戻しの施工を，傾きが進
行している家屋擁壁の区間から開始した。さらに，一
次埋戻しは市道地盤高までであったが，家屋擁壁は市
道地盤よりも高いため，写真−５に示すように，一次
埋戻後に家屋擁壁前面に大型土のうによる仮押さえを
行った（12月16日設置）。また，２月20日の計測で大
きな挙動が確認されたため，大型土のうの増設を行っ
た（２月21日増設）。

図－５　隣接家屋の擁壁挙動調査結果（施工中）

写真－５　大型土のう設置状況
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調査を行い，その結果を基に随時対策を講じることに
より，施工による隣接家屋への影響を最小限にして施
工を進めることができた。今後の事後調査の結果を待
つ必要があるものの，家屋への影響は現在のところ見
られていない。また，大幅な変更対応では，綿密な打
合せ及び工程管理を行うことで，通水に影響を与える
ことなく本体工を完成させることができ，５月中旬時
点で残すは整備工事となっている。
　家屋に隣接した施工現場は多いことから，本報文で
報告した対策が少しでも参考になれば幸いである。

参考文献
㈱日本水工コンサルタント：平成21年度大和紀伊平野
農業水利事業（二期）紀伊平野県営右岸幹線水路（小
田井水路改修その13）設計業務報告書，2011
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２．室内実験

　室内実験については，地下水解析に必要な値を求め
るために実験を実施した。
（１）バッチ試験
　水路掘削面に発生する可能性がある濁水の最大濁度
を測定するため，土の細粒分（75μm未満）と水を混
ぜて濁度を測定するバッチ試験を行った。試験には
現地で採取した土の細粒分を使用し，濁度の測定法
は透過光測定法とした。しかし，透過光測定法では
濁度100度以上の場合は，試料を希釈して測定，換算
して濁度を算出するため，細粒分で飽和状態の濁度
（これ以上混ぜても溶けない）が確認できないため，
「細粒分添加量と濁度の関係」に加え，「細粒分添加
量と吸光度の関係」も求めることとした。この結果，
吸光度は概ね12,000～16,000mg/Lで飽和となることが
確認され，現地で発生しうる最大の細粒分添加量は
16,000mg/Lと設定した。（図−２参照）
　一方，測定した吸光度から，２．（２）で述べるフィル
ター効果を検討するためには，水質分析と同じ尺度で
ある「カオリン濁度」に変換する必要があるため，「吸光
度とカオリン濁度の検量線」を作成し，測定された吸光
度をカオリン濁度に換算して評価した。（図−３参照）

１．はじめに

　那賀川地区は，徳島県南東部の一級河川那賀川の下
流域に展開する県下有数の農業地帯で，京阪神への主
要な生鮮食料供給基地としての役割を担っている。し
かし，都市化の進展により農業用水の水質が悪化し，
営農上の問題となっている。加えて，那賀川の３箇所
の頭首工については，経年劣化による機能低下と共に
安全性が低下している。
　このため，本事業により幹支線水路の用排水を分離
し，生活雑排水等の地区内用水路への流入を防止する
と共に，３箇所の頭首工を統合し，水利施設の機能回
復による農業用水の水質保全と災害の未然防止を図る
ことにより，農業生産性の向上及び農業経営の安定に
資するものである。
　本事業において，幹線水路整備の一部区間に取水井
戸（満州井戸）が近接する区間があり，この間での掘
削工事により濁水が発生して，現在取水されている地
下水の水質に影響を及ぼすことが懸念される。このた
め，現地の土を採取して室内実験を行って土の物性値
を求め，その値を使用した地下水解析モデルを構築し
て，掘削工事が地下水に与える影響を予測した。さら
に，地下水解析モデルの妥当性を検証するために，現
地で試験を行って，実測値と地下水解析モデルの予測
値の比較を行った。（図−１参照）

【報　文】
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図－１　地下水解析の概要
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３．地下水解析

　工事による取水井戸への影響を定量的に予測・評価
することを目的に地下水解析モデルを作成した。地下
水解析モデルは，広域モデルと詳細モデルの２種類を
作成した。
（１）広域モデル
　広域モデルは，取水井戸周辺の広域地下水流動を再
現し，最適な水理定数と詳細モデルの境界条件となる
地下水位分布を設定するために作成した。
　広域モデルを作成するために，調査地の地形，地
質，地下水位に関する文献を収集整理した。支配方程
式とプログラムの選定において，本地区の特徴（表流
水の利用が主であること，地下水は河川水と雨の影響
を受けやすい），課題（表流水と周辺地下水位の関連
性を連続的に表現できる解析手法が必要），プログラ
ム選定条件（地下水流動と表流水の流動を一体的に取
り扱えるものであること，三次元モデルであること，
実績があること）を考慮した結果，地表水と地下水を

（２）濁水カラム試験
　掘削工事の際，掘削底面において濁水が発生し，地
下水へと浸透する際に，不飽和土を通過する間に土粒
子間に濁水中の細粒分が補足され，濁度は低減され
る。（以下，このことを「フィルター効果」と呼ぶこ
ととする。）地下水解析モデル構築の際に，このフィ
ルター効果をパラメータとして設定するために，濁水
をカラムに流し，流出する濁水の濁度，流出量，試験
開始から流出するまでの時間を求めた。（概要及び条
件は図−４及び表−１参照）結果，カラム長と流出水
の濁度，試験開始から流出するまでの時間については
高い相関が認められた。（図−５参照）この試験結果
から導かれる，現場の条件に即した掘削底面から地下
水面までの距離4.6mに対応するパラメータは，C（流
出水の濁度）/C0（濁水の初期濁度）=0.0008，掘削底
面における濁水発生から地下水面に浸透するまでの時
間は１時間となった。（図−６参照）

図－２　細粒分添加量と吸光度の関係

図－３　吸光度とカオリン濁度の関係

図－４　カラム試験概要

表－１　カラム試験条件

図－５　カラム試験結果

図－６　試験長とC/C0ｍ，試験長とピーク時間の関係
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放射状に配置している満州井戸であり，この取水井戸
の集水ボーリング工の占める領域をある厚さをもつ透
水性のよいゾーンとして，取水井戸本体ストレーナ
区間と各多孔集水管をそれぞれモデル化することと
した。（図−９参照）解析ソフトは「Dtransu-3D・
EL」を用いた。

　検討範囲は地下水取水地点を中心に東西方向700m
×南北方向450m。深度は10.5mとした。解析は，取水
井戸近傍の100ｍを全区間同時に施工する場合と20ｍ
ずつ分割施工する場合に分けて解析を行った。解析の
結果，飽和帯中での地盤のフィルター効果を見込む条
件では，水路整備区間の全区間を同時に施工する場合
と20ｍずつ分割施工する場合共に，井戸内の全体取水
量中で水質基準値である２mg/Lを超えることはない
という結果が出た。（表−３参照）
　一例として，集水井戸に最も近い箇所を20ｍ施工し
た場合の解析結果を示す。（図−10参照）１号井にお
いて，一部水質基準値を超える範囲があるが，１号井
全体の取水量中で水質基準値を超えていなければ良い
という学識経験者からの助言を得ており，水質は問題
ないという結果となった。

一体的・連続的にシュミレーションできる三次元統合
型水循環モデル（地表水・地下水結合解析プログラ
ム）を採用し，解析ソフトは「GETFLOWS」を用い
た。
　検討範囲は地下水取水地点を中心に東西方向約４
km×南北方向約６kmであり，深度は40mとした。図
−７のように水理地質モデルを作成し，表−２の条件
で再現計算を行った。既存数値計算結果の透水係数を
用いて再現計算を行った結果，旧河道の透水係数につ
いて，１オーダーを超えない範囲で小さくして，最終
数値計算結果の透水係数とすると，現況の地下水位が
よく再現された。（図−８参照）
（２）詳細モデル
　詳細モデルは，取水井戸付近の地下水流動状況を予
測し，施工中の濁水の影響を検討した。
　取水井戸の構造が，井戸内壁から多孔集水管を水平

表－２　各地層の試験条件及び解析結果

図－７　広域モデル概要

図－８　広域モデル計算結果の一例

表－３　解析結果

図－９　井戸のモデル化
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図－10　詳細モデル解析結果の一例
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　地下水位は揚水孔から３mのH22Bor１で18cm，揚
水孔から13mのH20Bor５で13cmの地下水位低下が生
じたが，揚水孔から100mのH20Bor６では地下水の低
下は生じなかった。
　観測孔の濁度では，散水を開始しておよそ２時間後
に掘削面中央付近で濁水濃度が上昇しはじめ，散水
から４～５時間後に３mg/Lで濃度が一番大きな値と
なった。揚水孔では濁水濃度変化は見られなかった。
（図−12参照）

（２）地下水解析モデルを用いた再現性の確認
　地下水解析モデルを用いて，地下水位変動の再現及
び濁水移動の再現を行った。透水係数については地層
Algの透水係数を10-2m/sとした場合に地下水位の変動
が最も精度良く再現ができた。また，濁度について解
析した結果，現地試験結果と同様に，濁度の上昇はほ
とんど生じなかった。また，濁度の最大値を示したの
は，解析結果と現地試験の両方とも同じ時間であっ
た。（図−13参照）

４．地下水解析モデルの再現性の確認

　現地において人工降雨試験を行い，地下水解析モデ
ルで現地試験結果を再現することにより，地下水解析
モデルの妥当性を検証した。
（１）現地試験
　現地試験では揚水孔から水を汲み上げ，観測孔に
人工降雨装置を用いて降雨強度80mm/hの降雨を行っ
た。「那賀川水系河川整備基本方針」において計画降
雨量は640mm/２日であり，８時間で降った場合を仮
定して，降雨強度は80mm/hとした。揚水孔の近くの
ボーリング孔H22Bor1（観測孔，揚水孔から３ｍ）及
びH20Bor５（揚水孔から13ｍ），H20Bor６（揚水孔
から約100ｍ）における地下水の変動を測定した。ま
た，観測孔及び揚水孔から汲み上げた水の濁度を測定
した。（図−11，写真−１，２参照）

図－11　現地試験の概要

写真－１　人工降雨試験遠景

写真－２　人工降雨試験中の掘削底面

図－12　地下水位・濁度の経時変化
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　よって，地下水解析モデルは現地試験結果を精度良
く再現できているため，地下水解析モデル及び解析結
果の信頼性は高いと考えられる。

５．おわりに

　今回行った解析結果より，フィルター効果を考慮し
た場合，工事施工が地下水の濁度に及ぼす影響は，基
準値以下であるとの予測結果を得た。また，地下水解
析モデルを用いて，現地試験における地下水位及び地
下水中の濁度変動を精度良く再現できた。この地下水
解析モデル及び解析結果は，協議先である取水井戸の
所有者から紹介された有識者に説明を行い，妥当であ
るという評価をいただいた。今後は，解析結果を元
に，地下水への工事の影響が軽微になるよう，対策工
法の検討を行う。

図－13　地下水位・濁度再現計算結果
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　このため県では，「畑作地帯における加工・業務用
野菜の生産振興方針」（平成21年）を策定し，高品
質，安定生産のための畑地かんがい等の生産条件の整
備，農業団体との連携による取引ニーズに適応した的
確な販路開拓，農地の集積や高性能機械の導入による
大規模機械化生産体系の構築を重点項目として取り組
んでいます。

１．はじめに

　本県の農業は，これまで施設園芸や畜産を中心に発
展してきましたが，耕地面積の約半分を占める畑地の
多くでは，天水（雨水）に頼った不安的な畑作農業が
行われてきました。
　一方，近年の加工業務用野菜の需要に対応した露地
野菜等の土地利用型農業の推進や口蹄疫からの再生・
復興に向けた畜産と耕種のバランスのとれた農業構造
への転換が求められるなど，畑地を有効に活用した収
益性の高い農業への転換が本県農業の振興を図る上で
大変重要となっています。
　そこで，これまでの天水に頼った営農から一歩前進
し，県内で整備を進めている畑地かんがいの「水」を
活用した収益性の高い安定した畑作営農の実現に向け
て，県，市町村，JA，土地改良区等の関係団体及び
農家の方々，さらには地域が一体となって取り組んで
いくための指針として，「宮崎県畑地かんがい営農ビ
ジョン」を今年３月に策定しました。
　以下，ビジョンの内容に沿って本県の最新の取組状
況について紹介します。

２．本県における畑作農業の現状

⑴本県畑作農業の概要
　飼料作物が畑の作付面積の約52％を占め，次いでか
んしょ，だいこんと，比較的，乾燥に強いと言われる
品目の作付が多い現状にあります（図−２，表−１，
表−２）。また，平成15年と平成22年の主な品目の作
付面積を比較すると，だいこん，ごぼうの作付は減少
し，逆に焼酎原料用かんしょ，加工用ほうれんそうは
大きく増加しています（表−２）。
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図－１　宮崎県畑地かんがい営農ビジョンの構成
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予定です。
　しかしながら，関連事業では，平成22年度までの受
益面積に対する整備率は約50％，畑地全体に占める整
備率は約25％にとどまっており，事業効果の早期発現
のためには，関連事業の計画的な推進とともに畑地か
んがい営農の推進が待ったなしの状況となっていま
す。

３．畑地かんがい営農の未来像

⑴畑地かんがいによる新たな営農の展開
　畑地かんがい施設の整備とそれを利用した営農をさ
らに推進していくことで，近い将来に目指す新たな畑
作営農の姿を以下に示します。

①	　県内15,000haの畑では，畑地かんがい施設と
ともに区画整理や排水施設の整備が行われ，効
果的に利用されています。
②	　雨の少ない時期でも，作物に散水することが
でき，農家は安心して計画的な作付けを行って
います。
③	　農地には作付規模や栽培品目に応じた様々な
散水器具が設置され，集積・大区画化された農
地では自走式スプリンクラーが無人走行しなが
ら散水するなど，省力かつ効率的な農業が行わ
れています。
④	　効果的な水利用による収量・品質の向上，農
業所得の増加により，生産者は「儲かる農業」
を実感しています。

⑵畑地かんがい施設の整備状況
　このような中，本県では国営かんがい排水事業７地
区で畑地かんがい施設の整備を進めており，既に５地
区が完了し，実施中の尾鈴，西諸地区も，近く完了の

図－２　畑地の農作物作付（栽培）割合（平成21年度）
※農林水産省　耕地及び作物面積統計　　

表－１　耕地面積（平成22年）

表－２　本県の作付面積の推移

図－３　本県の国営かんがい排水事業
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　また，うんしゅうみかんにおける根域制限マルチ点
滴栽培による糖度向上や，洋ランの細霧散水による施
設温度管理等に畑地かんがい利用の効果が認められて
おり，品質向上に役立っています。
②　天候に左右されない計画的な営農
　降雨が少ない時期には畑地の乾燥が原因で畝たてや
播種，苗の定植が困難な場合があり，年間を通した作
付計画に大きな影響を及ぼします。
　そこで畑地かんがいを利用することで，計画的な作
業が可能となり，年間の正確な作付計画に基づく輪作
体系にも取り組みやすくなります。
　特に本県では加工・業務用等の契約取引による価格
の安定化を進めていくこととしており，産地と加工業
者の信頼構築のためにも，畑地かんがい施設の整備に
よる計画的な生産体制の構築が期待されます。

⑵畑作営農を変える畑地かんがいの３つのチカラ
　畑地かんがい施設の整備とその利用は，これまでの
畑作営農を一歩先の新しい畑作営農に変える可能性を
持っています。これから，その可能性を「３つのチカ
ラ」として示します。

〈チカラ１〉	生産性の向上と経営の安定・強化→
「儲かる」農業の実現

①　収量・品質の向上
　昭和63年頃から実施してきた実証展示ほ調査から，
畑地かんがいを利用した適期散水により，播種後の発
芽率や定植後の活着率の向上，生育期の肥大促進等の
効果を確認してきました。慣行区に対する収量向上と
しては，さといもで約1.5倍，しょうがでは1.8倍の効
果が認められています。

図－４　畑地かんがい営農のイメージ

写真－１　かん水によるさといもの肥大促進効果

写真－２　かん水によるしょうがの肥大促進効果
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②　霜害対策
　茶の生産では，晩霜害による収量と品質の低下が大
きな課題となっています。これまでは，上部の比較的
温かい空気を送風することにより霜害を防ぐ防霜ファ
ンの設置が進められてきましたが，より気温が下がっ
た場合でも防霜効果が高い散水氷結法による防霜が一
部地域で導入されています。

③　降灰対策
　平成23年１月の新燃岳の噴火に伴う降灰は，茶や収
穫目前のほうれんそう等に大きな被害をもたらしまし
た。これらの被害を最小限に抑えようと，緊急的に畑
地かんがいを活用した火山灰の除去試験を行い，今後
の対策に向けた検討を行いました。

③　農作業の効率化と経営の安定・強化
　県営畑地帯総合整事業等を活用し，散水器具や給水
栓等の畑地かんがい施設の整備はもとより区画整理や
排水施設の整備を進めることで，機械化や規模拡大が
可能な作業効率の高い農地が確保でき，経営の安定・
強化が図られます。

〈チカラ２〉	気象・自然災害対策の強化→「災害に
強い」農業の実現

①　渇水対策
　本県では，平成16年，18年，20年，23年と少雨によ
る渇水が発生しました。特に昨年の上半期は記録的な
渇水となり，定植後のかんしょが枯れる等の被害が見
られました。
　このような中，畑地かんがい施設が整備された地域
では，スプリンクラー等による散水が行われ，渇水の
影響を最小限に抑えることができました。

写真－３　畝たて前散水による計画的作付 写真－５　土壌水分不足で枯死寸前のかんしょ
　　　　（畑かんが整備されていないほ場）

写真－６　散水により健全に生育するかんしょ
　（畑かんが整備されたほ場）

写真－４　自走式散水機による散水実演

写真－７　散水氷結法による茶の霜害対策
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熱を利用して地温を40℃以上に保ち，センチュウや土
壌病害を防除する宮崎型改良陽熱消毒法が普及してい
ます。

４．未来像の実現に向けた課題と取組

　前述の３つのチカラを活かした畑地かんがい営農の
未来像を実現するために，今後３年程度で重点的に取
り組む２本の柱と７つの取組を以下に示します。
⑴�農家，関係団体，行政など，地域が一体となった畑
地かんがい営農の推進
①	　県，市町村，JA，土地改良区等で構成する畑作営
農改善推進協議会等の体制及び連携の強化
　	　地域における畑地かんがい営農の普及を図るた
め，畑作営農改善推進協議会を中心に，新たな戦略
的作物の検討，栽培試験ほの設置，かん水効果の調
査，年２回（春・秋）の作付調査等に関係機関の連
携のもと精力的に取り組みます。
　	　また，営農振興協議会地区協議会等ともより一層
の連携を図り，効果的かつ効率的な畑地かんがい営
農を推進していきます。

②	　先駆的な農業者が実践する畑地かんがい営農を地
域へ拡大するための畑かんマイスターの育成・活用
　	　畑地かんがい営農に先駆的に取り組んでいる農家
を「畑かんマイスター」として委嘱し，畑地かんが
い事業への提言や地域農家への実践事例のPR等を
行っていただく制度を本年度からスタートしまし
た。このようなマイスター制度は茨城県や鹿児島県
で先駆けて取り組まれており，これらの先進事例を
参考にマイスターの育成と効果的な活動に取り組み
ます。
③	　関係機関の連携による畑地かんがい営農のPR・啓発
　	　畑地かんがいだよりやホームページ，県政番組等
を活用し，畑地かんがい営農を分かりやすくPRしま
す。また，本年度は，畑地かんがい営農推進大会を
開催し，畑地かんがい営農推進の機運の醸成を図り
ます。

〈チカラ３〉	環境保全型農業の展開→「持続可能
な」農業の実現

　畑地かんがいを土壌消毒や茶のクワシロカイガラム
シの防除等に活用することで，化学農薬の使用低減が
図られ，薬剤抵抗性の発現を抑えながら，将来に渡っ
て持続可能な環境保全型の農業を展開できる可能性が
広がっています。
　例えば，綾川地区では，露地畑において土壌を１～
２ヶ月間，水を溜めた状態にすることでセンチュウを
防除する湛水防除を実施する畑が拡大しています。
　また，施設栽培では，施肥・畝たて等の作業を行っ
た状態で散水した後，農業用フィルムで被覆し，太陽

写真－９　湛水防除の実施状況

写真－10　宮崎型改良陽熱消毒の実施状況

写真－11　関係機関の連携による展示ほ現地検討会

写真－８　降灰のあった茶園での散水
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⑵�「儲かる農業」の実現に向けた畑地かんがい営農技
術の確立と地域への普及
①	　畑地かんがいを活用してこそ可能となる新たな営
農技術の開発・実証
　	　畑地かんがいの効果を最大限に引き出すために
は，水利用効果の高い品目や栽培方式等を開発する
必要があります。
　	　県総合農業試験場では，10アールの平均的な単収
が約４トンのジュース用にんじんの栽培を，畑地か
んがいを活用した散水を基本として播種深度，播種
密度を変えることで，単収９トンを可能にする技術
を開発しました。これを受け，慣行栽培と新たな栽
培方法を比較する現地実証試験の取組を始めていま
す。

②　畑地かんがい営農技術及び経営の普及
　	　新たに開発・実証された技術は，実証データに基
づく畑地かんがい営農技術マニュアルを作成・活用
することにより，地域の農家へと普及していきま
す。その際，技術の切り売りではなく，経営も含め
た普及が必要であり，高収益畑地かんがい営農輪作
体系モデルとして普及していくことを目指していま
す。

　　宮崎県庁ホームページへのアクセス方法
　　「宮崎県畑地かんがい」で検索
　　	http://www.pref.miyazaki.lg.jp/nousei/nouson/

nn/hatakan.html

④　計画的な畑地かんがい施設の整備促進
　	　畑地かんがい事業推進委員を中心とした座談会や
土地利用計画等の話し合いを通して地域農家への畑
地かんがい事業の理解促進と地域営農ビジョンの樹
立を図ります。

写真－12　県政番組を活用したテレビでのＰＲ

写真－13　座談会開催による畑かんの理解促進

写真－14　にんじん９トンどり技術試験の様子

図－６　ジュース用にんじんのかん水効果

図－５　県庁ホームページによる営農情報ＰＲ
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５ ．畑地かんがい営農の推進に向けた関係機関の体制
と役割分担

　地域段階では，県農林振興局の畑地かんがい営農推
進担当がコーディネート役を担いながら，県，市町
村，JA，土地改良区等で構成する畑作営農改善推進協
議会の情報共有，連携強化を図ります。
　また，本庁段階では，畑かん営農推進室を中心に関
係各課との連携を図るため畑地かんがい営農推進連絡
会議を開催し，併せて，JA中央会，JA経済連等と連
携して取り組む畑作振興プロジェクト会議，さらには
営農技術の向上を目的とした営農振興協議会等との連
携を強化します。

６．おわりに

　本県農業は温暖，多日照という条件を活かした施設
栽培を中心に発展してきましたが，畑地かんがい施設
の整備により，農地の約半分を占める畑作地帯の生産
性を一気に向上できる可能性が高まってきました。特
に本県農業の課題である，口蹄疫からの再生・復興を
加速するための畜産と耕種のバランスの取れた産地の
育成，農商工連携や６次産業化等の促進による加工・
業務用野菜等の産地育成についても畑地かんがいの果
たす役割と可能性が大いに期待されています。
　「太陽とみどりの国」という豊かな自然環境，「食
料供給基地」「食の宝庫みやざき」という自負のもと
にこれまでに取り組んできた安全・安心な食料生産・
供給体制に，「３つのチカラ」を秘めた畑地かんがい
を組み合わせることで，関係機関と農家が一体とな
り，総力戦で「儲かる」「災害に強い」「持続可能
な」農業の実現に向けて取り組んでいきます。

③	　水が自由に使える優良農地の確保と意欲的な担い
手への農地の集積
　	　畑地かんがい施設，区画整理及び暗きょ等の基盤
整備の推進による気象災害に強い優良農地の拡大を
図るとともに，関係機関の連携による受益地を中心
とした作付調査を実施し，その結果を活用して意欲
的な担い手への農地の面的集積を促進します。
　	　作付調査については，これまで印刷した地図をも
とに現地確認を行っていましたが，水土里情報と
GPSによるパソコンを活用した効率的な調査手法の
確立に取り組んでいます。

図－７　畑かん営農マニュアルのイメージ

図－８　畑かん利用による経営収支向上のPR

図－９　水土里情報を活用した作付情報表示

図－10　関係機関の推進体制

写真－15　作付調査の実施状況
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２．実証試験ほ場の位置と概況

⑴実証試験ほ場の位置
　実証試験ほ場は，実証試験を短期間で効率的に実施
するため，「用排水施設の機能に問題がないこと」，
「除塩用水が確保できること」及び「ほ場に津波で運
ばれたガレキ類がないこと」などの条件を満足する，
宮城県名取市館腰地内の，海岸から約４㎞離れた仙台
空港西端の北側のほ場を選定した。図−１に実証試験
ほ場の位置図を示す。
⑵実証試験ほ場の概況
　実証試験ほ場は，１区画30aで暗渠排水が整備され
たほ場であり，実証試験前の水田には，海水の浸入
に伴う土砂が平均して３cm程度堆積している状況で
あった。
　写真−１に実証試験前のほ場の状況写真を示す。

１．はじめに

　平成23年３月11日の東日本大震災によって，大規模
な津波が発生し，東北地方及び関東地方の太平洋沿岸
地域のおよそ２万４千haの農地に海水が浸入し，甚大
な被害が発生した。津波により被災した農地では，海
水の塩分が土壌中に残留しており，塩害による作物の
生育障害が懸念され，現状のままでは作物の作付けが
困難な状態であったことから，営農再開に向けた除塩
が緊急の課題であった。このため，被災農地の状況に
応じた効果的な除塩方法を検討・立案し，現地実証試
験により，その効果等の検証を行った。
　本報文は，宮城県名取市の海水の浸入を受けた水田
における除塩の実証試験について，取りまとめたもの
である。
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図－１　実証試験ほ場の位置図
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ら６月下旬に試料を採取して，塩素濃度の調査を行っ
た。試料は１地点につき，堆積土砂，表層（田面−５
cm），下層（田面−20cm）の３箇所で採取した。
　この調査結果より，海側に近いほど，また表層より
も下層の方が塩素濃度が高い傾向にあることがわかっ
た。図−３に塩素濃度の調査結果を示す。

⑵塩素濃度と電気伝導度の関係
　塩素濃度と電気伝導度（Electric	Conductivity：略
称EC）には相関性があり，塩素濃度を示す尺度とし
てECが用いられている。本調査では，この相関を求
め，比較的測定が容易な電気伝導度による管理を行う
こととした。
　相関性の調査は，実証試験ほ場周辺の広域的な塩素
濃度調査における塩素濃度の測定とあわせて電気伝導
度の測定を，１地点当たり３検体，合計120検体の試
料を採取し実施した。
　この結果，式１に示す相関式が得られた。
　［CL（%）］＝0.17［EC］−0.03　・・・（式１）
　相関係数：R＝0.99

⑶ほ場の土壌特性
　実証試験ほ場の土壌特性を把握するため，土層の調
査と土壌の物理性に関する試験を行った。
1土層
　試験ほ場の土層は，耕作土が15cm程度であり，田
面−15cm～−30cmは砂質土，−30cm～−60cmは砂
混じりの粘性土，−60cm以深は砂質土であった。写
真−２に試験ほ場の土層を示す。
2土壌の物理性
　実証試験ほ場の作土層から試料を採取し，土壌の物
理性に関する試験を行った。土性は埴壌土で，飽和透
水係数は9.0×10−4と比較的透水性の高いほ場であるこ
とがわかった。
　表−１に試験結果を示す。

３．現地予備調査

⑴実証試験ほ場周辺の広域的な塩素濃度調査
　現地予備調査において，広域的な被害の程度を把
握するため，試験ほ場の周辺に500m×500mのメッ
シュを設定し，メッシュの交点40地点（図−２）か

写真－１　実証試験前のほ場の状況

写真－２　試験ほ場の土層

表－１　試験ほ場の土壌の主な物理性

図－２　試験ほ場周辺の塩素濃度調査位置

図－３　試験ほ場周辺農地の表層，下層の塩素濃度
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場において，弾丸暗渠や代かき及び石灰質資材の施
用の有無により７つの試験ほ場タイプを設定した。
なお，用水及び排水系統の問題から，暗渠排水が整
備されていない透水性の低いほ場を確保できなかっ
たため，実証試験ほ場のタイプ４からタイプ６につい
ては，暗渠が整備されたほ場で水閘を閉めた状態（以
下「暗渠未使用」という）で実証試験を実施した。ま
た，タイプ７のほ場（対照ほ場）は各試験ほ場タイプ
の除塩効果や降雨のみによる除塩効果を検証するた
め，堆積土砂を撤去し自然状態で放置した。図−５に
実証試験のほ場位置とほ場タイプを示す。
2除塩効果の検証パターン
　タイプ１からタイプ６の各ほ場タイプを組合わせて
試験することにより，除塩方法の違いや弾丸暗渠，代
かき及び石灰質資材の施用の有無による除塩効果の違
いを検証することとした。
　これらの検証パターンをとりまとめたものを表−２
に示す。

４．現地実証試験

⑴除塩の方法
　除塩の方法には，ほ場に湛水した水が降下浸透する
際に土壌中の塩水を下方に押し出すことにより除塩す
る縦浸透法と，土壌中の塩分を湛水中に溶出させた
後，ほ場の水尻から塩水を排水して除塩する溶出法の
２つがある。図−４にこれらの方法による除塩の概念
図を示す。
⑵除塩効果の検証方法
　除塩効果を促進するためには弾丸暗渠の設置や代か
き及び石灰質資材の施用等が考えられることから，こ
れらに着目した試験ほ場タイプを設定し，各試験ほ場
タイプの除塩効果を比較することにより除塩方法の違
いや弾丸暗渠，代かき及び石灰質資材の施用の有無等
による除塩効果を検証することとした。
1試験ほ場タイプの設定
　暗渠が整備されたほ場と暗渠が整備されていないほ

図－４　縦浸透法と溶出法による除塩の概念図

図－５　実証試験のほ場位置とほ場タイプ
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ることのないよう代かきを実施することとした。
　⑥湛水−排水作業
　	　湛水深は10cmとした。また，排水に当たって
は，縦浸透法による試験ほ場では，湛水後すぐに暗
渠の水閘を開けて排水することとし，溶出法による
試験ほ場では，湛水後２日間静置した後に水尻から
のみ排水することとした。排水後，土壌のEC値を
測定し，EC値が0.79mS/cm（塩素濃度0.1％に相当
するECの値）以下になるまで湛水−排水作業を繰
り返すこととした。
　⑦作業工程
　　除塩作業の工程は，図−６に示すとおり行った。
　⑧土壌検体の採取
　	　実証試験ほ場の土壌の塩素濃度を把握するため，
「試験開始前」，各「湛水−排水後」及び「試験終
了後」に土壌を採取し，EC値（１：５水浸出法）
を測定した。
　	　検体の採取は図−７に示すように，試験ほ場ごと
に３箇所で行った。また，図−８に示すように５
cmと20cmの深度で採取し，各深度ごとに３箇所分
を混合し，１つの検体を作成した。

3除塩作業の実施方法
　①堆積土砂鋤取り，撤去
　	　実証試験ほ場には，海水の浸水に伴う土砂が平均
して３cm程度堆積していたため，この土砂を鋤取
り，撤去することとした。
　②弾丸暗渠の設置
　	　φ75の砲弾型のモールドを使用し，深さ50cm程
度の位置に５m間隔で本暗渠と直交するように弾丸
暗渠を設置することとした。
　③石灰質資材の施用
　	　タイプ３（ほ場№⑨）とタイプ６（ほ場№⑥）の
ほ場において，それぞれ硫酸カルシウム（石膏）と
炭酸カルシムを施用した。その施用量については，
他県の事例等を考慮して，150kg／10aとした。
　④耕起
　	　湛水した用水が作土層にしみ込みやすくするた
め，すべてのタイプ（タイプ７のほ場は除く）のほ
場で，耕盤を傷めることのないようにほ場全体を１
回耕起することとした。
　⑤代かき
　	　各湛水毎にほ場全体を１回，心土（耕盤）を傷め

表－２　除塩効果の検証パターン

図－６　除塩作業の工程

図－７　実証試験ほ場平面図 図－８　実証試験ほ場断面図
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濃度が低下していることから，弾丸暗渠による塩分の
降下浸透の促進効果が確認された。暗渠が整備された
ほ場では，縦浸透法により弾丸暗渠を併用して除塩を
行うことが有効である。また，暗渠が未整備のほ場に
おいても，除塩溝や弾丸暗渠を設置して塩分の効果浸
透の促進を図る方法が効果的であると考えられる。
　なお，このような弾丸暗渠の設置による縦浸透の促
進を図る除塩方法は，下層部まで確実に塩分を低下さ
せることができることから，表層のみを除塩した場合
に，中干し等に伴い毛管現象により下層の塩分が土壌
表層に上昇して，塩害が再発する現象を防止する点か
らも有効である。

６．現地実証試験結果

⑴除塩の結果及び評価
1縦浸透法の効果
　縦浸透法による湛水と排水を繰り返すことにより，
土壌中の塩素濃度を目標値である0.1%以下に確実に低
下させることが確認された。今回の試験ほ場が比較的
透水性の高いほ場であったことから，２回の除塩作業
で下層（田面下20cm）まで塩素濃度を低下させるこ
とができた。
2弾丸暗渠の評価
　弾丸暗渠を施工したほ場では下層部まで確実に塩素

図－10　弾丸暗渠の有無による除塩効果の違い

図－９　実証試験の結果（暗渠あり）
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れる。
4石灰質資材の施用及び代かきの評価
　試験ほ場の水田が砂質系の透水性の高いほ場であっ
たため，縦浸透による塩素濃度の低下が卓越したた
め，石灰質資材の施用及び代かきの効果については有
効なデータが得られていない。粘土質系の透水性の低
いほ場では，石灰質資材の投入が土壌の透水性改善に
効果があるが，その種類及び施用量によっては，除塩
後の土壌のpHに影響を与える場合があるため，注意
が必要であると言われている。
　また，縦浸透法による除塩を実施する場合に代かき
を実施すると，代かきにより縦方向の浸透が抑制され
ることがあることから，代かきを併用しない方が良い
と考えられる。
⑵降雨による除塩の促進効果
　降雨のみによる除塩効果を確認するための対照ほ場
を設置したところ，ほ場によりばらつきが見られるも
のの，降雨による塩素濃度の低下が確認された。
　また，宮城大学による調査の結果から，暗渠を利用
することで降雨により除塩が進むことが確認されてい
る。
⑶除塩作業の歩掛り調査
　今回の実証試験では，本格的な除塩事業の実施にあ
たっての参考資料とするため，除塩に係る各種作業
の歩掛り調査を実施した。その結果，堆積土砂のす

3縦浸透法と溶出法の評価
　今回の実証試験では，暗渠が整備されたほ場で，暗
渠の水閘を閉めた状態にし，小排水路を堰止めして水
位を高くして擬似的に排水不良のほ場を作り溶出法の
試験を実施したが，結果として土壌の排水性が良く縦
浸透により塩分が低下したことから，溶出法の検証は
実施できなかった。
　弾丸暗渠の併用による縦浸透法の効果が確認できた
ことから，暗渠が整備されたほ場においては縦浸透法
による除塩が効果的である。また，暗渠が未整備のほ
場においては溶出法によることとしているが，下層部
に残留した塩分が表層部に上昇することにより塩害が
再発する事例が確認されており，溶出法による場合に
は，中干しを行わないなどの営農面での配慮が求めら

図－11　暗渠未整備の場合における弾丸暗渠による除塩の概念図

写真－３　堆積土砂の鋤取り撤去状況

表－３　堆積土砂鋤取り撤去の歩掛（日施工量）

表－４　弾丸暗渠の歩掛
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き取り撤去はバックホーによる作業で１日当たり約
3,300m3，弾丸暗渠の施工は農業用トラクターによる
作業で１ha あたり 1.48 時間等の歩掛りが算出された。
特に，堆積土砂のすき取り撤去については，事例の少
ない特殊な作業であり，今回の調査結果が活用される
ことが期待される。

６．おわりに

　日本水土総研では，昨年12月より農水省生産局の補
助を受けて，「農地の除塩技術に関する研修会」を，
被災地の宮城県，福島県，岩手県，青森県で実施して
いる。研修会における項目の中には今回の実証試験の
成果を反映した内容を数多く盛り込んでいるが，石灰
質資材に関する知見については，東京農業大学土壌学
研究室の後藤逸男教授に御指導をいただいた。
　後藤教授は，自ら福島県相馬市で農地の除塩に関す
る現地指導を実践されており，津波による堆積土砂の
扱いに関しては，成分調査の結果有害物質が含まれて
いない場合には，農地にすき込むことを奨励されてい
る。堆積土砂を撤去した場合には，その処理に膨大な
コストがかかることもあり，除塩事業を本格的に開始
した宮城県においても堆積土砂に関してその扱いに苦
慮しているとのことである。
　また，塩害の被災農地では，イヌビエ等の耐塩性の
雑草が繁茂しており，その処理も大きな課題となって
いる他，地盤沈下の著しい農地では，単なる除塩だけ
ではなく，表土の客土や農地の嵩上げのための良質な
土の確保が課題となっているとのことである。
　２万ha以上に及ぶ大規模な塩害は，近代の我が国で
はいまだかつて経験したことのない事態であり，その
被災地の状況も刻一刻と変化している。農地の復旧・
復興に向けて，行政，研究機関，民間企業などの関係
者が連携して最新の技術を提供し，農家を支援してい
くことが肝要である。

【参考文献】
　	平成23年度　農地の除塩実証調査業務委託報告書　
譛日本水土総合研究所
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復旧により統合され物部川統合堰として昭和41年に完
成した。
　本稿では，高知県の農業利水に大きく貢献した野中
兼山（写真−１）とその代表的な築造物である山田堰
（物部川合同堰の前身）を紹介する。

２．野中兼山と新田開発

　野中兼山の父，野中良明は山内一豊に家老として従
えていたが，一豊の死去後に浪人となっており，その
後，播磨国（現兵庫県）姫路で兼山が生まれた。父の
死後，野中兼山は土佐に戻り，父の従兄弟で奉行職の
野中直継の養子となった後，18歳で奉行職に就き，土
佐藩の二代藩主山内忠義の下で総奉行として藩政を担
うこととなった。
　1600年代初頭の土佐藩は，領地の面積の割に水田が
少なく長曽我部地検帳によれば約２万４千町歩（ha）
の状況であり，武士に与える俸米でさえ不足するな
ど，台所事情は芳しくなかったと思われる。
　こうした状況の中で，幕府に収める負担を賄うため
に藩政改革の命を受けた兼山は，新田開発や港湾・堤
防の整備，森林資源の活用などを推進し，財政の立て

１．はじめに

　江戸時代の初代土佐藩主である山内一豊が築造した
高知城から眼下を見下ろせば，県庁や市役所をはじめ
電車通りや日曜市が開かれる追手筋など，かつては城
下町であった街並みが広がっている。
　ここから東へ約15km，香美市から太平洋に至る物
部川に物部川合同堰（通称山田堰）が設置されてお
り，堰の下流にある香美市や香南市，南国市，高知市
の４市に跨る水田では，３月下旬から極早稲の田植え
が始まり，その水田を潤す水は物部川の２つの堰から
供給されている。（図−１）
　県内で最大の受益面積を有している現在の物部川合
同堰は，江戸時代からあった８つの堰のうち上流側の
２つを統合して昭和48年に完成したもので，元々あっ
た山田堰の上流側に県営かんがい排水事業により新設
されており，下流の６堰は昭和38年の台風９号の災害

【歴史的土地改良施設】
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水を生かして水量が豊富なことや水路幅が６～８ｍ程
度と広かったため，高知城下の浦戸湾に至る運河とし
て木材など物資の輸送に活用された。
　山田堰は，昭和４年に県指定文化財（史跡）として
指定を受けた後も堰の機能を維持していたが，老朽化
に伴う能力の低下は否めず，昭和42年から県営かんが
い排水事業を導入して上流側に可動堰を新設する工事
が始まる。

直しに貢献している。
　特に新田開発は藩政を豊かにする基盤事業として推
進され，堰や用水路の建設は多大な年月と労力を要す
る大事業であったが，物部川をはじめ県中部の仁淀川
や県西部の四万十川支流後川などの水系において数多
くの利水事業を手掛けており，兼山の関わった新田は
県内全域で７千町歩を超えるとも言われる。
　この外，我が国で最初の掘込港湾とされる香美郡夜
須町の手

て い こ う

結港など歴史的に価値のある土木事業を指揮
したことや，兼山神社をはじめ県内各地で兼山を祭る
社が多くあることなど，その功績は広く知られてい
る。
　しかしながら，兼山の晩年は不遇に見舞われ，三代
藩主忠豊の時代に入ると３人の家老から弾劾を求める
訴書が出され，寛文３年（1663年）７月に職を解かれ
た後は舟入川を見渡す土佐山田町中野で隠居の身とな
り，その僅か３ヶ月後に49歳で急死する。また，兼山
の妻子は宿毛に幽閉され，野中家はとりつぶしとなっ
た。
　弾劾の訴因の一つとして強制的な新田開発に伴う農
民への賦役が過重で逃げる者がいたことなど事業を強
力に推進する兼山の政治手法を批判する内容が記され
ている。

３．山田堰の歴史

　物部川流域から高知市東部に至る香長平野は，今で
こそ県内最大の農業地帯であるが，江戸時代の初期は
水田に供給する農業用水がなく，利用することができ
ないただの荒地だったと言われている。
　兼山は，この香長平野の土地を開拓し，物部川の水
を新田に送水すれば，穀物を増産できると考えて開発
に着手した。
　山田堰の工事は，土佐藩の有する優れた土木技術に
より，「大水に耐える堰を造るのには，水に逆らわな
い形が一番良い」との考えに基づき，川に縄を流して
その曲がった縄の形どおりに堰を造るという「湾曲斜
め堰」という形式を採用するとともに，松丸太を用い
た四ツ枠工法により堰を構築したと伝えられる。（図
−２，３）
　関連の用水路も含め寛永16年（1639年）から寛文４
年（1664年）までの約26年間の工期を費やして行われ
た工事は，建設機械のない時代であったため，多くの
労働者を動員して人力だけで施工され，大きさは，全
長180間（324ｍ），幅６間（10.6ｍ），高さ５尺（1.5
ｍ），建設資材として松材42,800本と石材1,100坪が使
用されたと言われている。
　また，右岸側の上井川，中井川，舟入川，左岸側に
父養寺井の合わせて４つの水路（表−１）が設けら
れ，特に舟入川は，上井川と中井川から南側への落ち

表－1　水路の概要

図－２　旧山田堰修築工事の想像図

図－３　土佐藩政史料「皆山集」の山田堰見取図
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るが，多収技術や米価の後押しを受けた大正から昭和
の初期にかけて作付面積が５千haを超えるまで拡大し
た後，やや減少傾向に転じたことや戦争に伴う二期作
の空白期間が生じている。
　昭和21年以降の食料増産政策により，昭和36年には
4,340haにまで回復したものの，昭和40年代後半からは
野菜など園芸作物への転換などに伴い二期作は急激に
縮小した。
　この地域が高知の穀倉地帯と言われるのは二期作の
普及が大きな要因であったと思われるが，現在は二期
作の実態はなくなっており，露地や施設の園芸作物が
拡大してきたため，水利権の更新時に水利使用規則の
取水量や期間を見直している。

５．おわりに

　江戸時代の山田堰や用水路が，補修や改修を繰り返
しながら香長平野の1,849ha（現在の受益面積）へ農
業用水を安定供給し，県内最大の穀倉地帯として発展
してきた歴史は今後も引き継いでいかなければならな
い。
　例年９月の秋分の日には，農業用水の大切さを県民
の方々に理解していただく行事として「舟入川ウォー
キング」を継続的に実施する中で，山田堰井筋土地改
良区を中心とする実行委員会やボランティアの方々が
野中兼山や山田堰などの歴史を伝える活動に取り組ん
でいる。
　現在の堰が新設された頃は，高度経済成長期の終盤
であったが，その後も農地の転用や宅地・商用地の開
発が続き，農家の減少と受益地内の混住化に伴う問題
も多様化してきた。特に，最近では年々農家の数が減
ることに加えて，高齢化も一段と進み，これまでと同
様の水路の管理を継続することが難しくなってきてい
る。
　このため，地域ぐるみで農業用施設の保全管理を
行っていく体制を整えることや施設の維持補修により
延命化を図る取組を推進することが重要である。
　物部川合同堰は，完成から40年近くを経過し，老朽
化に伴う機能の低下や管理上の不具合もみられるた
め，基幹水利施設ストックマネジメント事業を導入し
て平成22年度から頭首工の予防保全工事に着手してお
り，現在は工事用の仮設桟橋を施工中であるが，平成
24年の秋からゲート本体の取り換えなど主要な工事を
進めていく予定である。
　工事期間の取水への影響を極力抑えるように努め，
平成26年の春には完成した施設によって農業用水の安
定供給が確保されることを期待している。

参考文献
「山田堰井筋20年史」発行：山田堰井筋土地改良区

　物部川合同堰の完成により300年以上を経過した山
田堰は昭和48年４月１日にその機能を停止し，その
後，堰は撤去されたが，右岸側の高水敷に一部を残し
て公園整備を行い，復元した取水門を隣接地に存置す
るなど，地元有志による保存活動によって当時の名残
を今に伝えている。（写真−２）

４．物部川合同堰の概要

　山田堰の用水系統を引継いだ物部川合同堰は，旧山
田堰の上流700ｍに設置され，洪水吐ゲート２門（油
圧転倒式・幅40ｍ×高2.3ｍ），土砂吐ゲート1門（幅
10ｍ×高3.15ｍ），魚道や管理棟などを整備してい
る。（写真−３）
　かんがい期は，毎秒8.41m3（現在の許可水量）の取
水を可能とし，右岸側の旧山田堰の取水地点までは水
路トンネルを通じて開水路へ接続している。コンク
リート３面張りの幹線水路は，泥上げの労力を大きく
軽減させたことと併せて重要な役割である降雨時の排
水機能も有しており，地域住民の生活環境を支える大
切な水路として広く知られている。
　また，堰の新設に合わせて水利権を慣行から許可へ
切り替えているが，当時の香長平野は水稲二期作が行
われていたため，４月から10月までのかんがい期を通
じて最大取水量を取水する用水計画となったのは，田
植えが４月の極早稲，６月の普通期，８月の２番作
（極早稲の後作水稲）と３回のピーク水量を積み上げ
た結果であり，全国的にも珍しい作付体系であった。
　明治以降に本格的な二期作が始まったと言われてい

写真－２　旧山田堰の撤去前の風景

写真－３　現在の物部川合同堰（下流からの風景）
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２．既往の水力発電ポテンシャル調査のレビュー

２−１．『日本の理論包蔵水力』
　この調査1）は，総降水量を根拠に，我が国の水力発
電ポテンシャルを評価する試みである。すなわち，全
国各地点の降水量およびその観測地点の標高データか
ら，その降水がもつ位置エネルギーを計算し，それを
国土全体にわたって積分したものである。
　ここで，ある地域の「理論包蔵水力」（THPE）
は，「ある地域（流域）の降水が，蒸発・浸透等すべ
ての損失なしに，海面標高（０m）まで流下するもの
として，その間になしうる仕事」をもって定義され
る。すなわち，

	 ⑴

P：降水量，h：標高，Sh：標高hm以上の区域の面
積，g：重力加速度，Hm：地域内の最高標高値
　上式にしたがって全国の理論包蔵水力を積算した結
果，平均出力で9,300万kW，年間可能発生電力量で約
814,000,000（MWh）が得られた。この値は，我が国
の有する水力ポテンシャルの物理的限界を示唆してい
る。しかしながら，現実的に水力発電に用いることが
できる水資源はあくまで表流水のみであることから，
蒸発・浸透を無視している点において，この値は，理
論的仮想値と考えてもやや過大評価である。そこで工
藤1）は，流出係数を75%，水路損失・機械損失等を考
慮した総合効率を80%，水力発電ポテンシャルの利用
率を76%と仮定した。ここでいう利用率とは，現実の
貯水池・発電施設の配置が有限箇所であるため，実際
に利用可能なポテンシャルは，⑴式で示されるような
連続的な積分値ではなく，階段状の積算値になること
に起因するポテンシャルの損失分を加味した係数であ
る。そして，これらの仮定をすべて考慮した場合の

１．はじめに

　豊富な水資源に恵まれかつ急峻な地勢をもつ我が国
では，そのポテンシャルを活かした水力発電が電力供
給の一翼を担ってきた。さらに，水力発電は，自給可
能で運転時に温室効果ガスを排出しない，災害時のリ
スク分散にも資する再生可能エネルギーの一つとし
て，今後の普及が期待されている。
　このような背景から，我が国においては，水力発電
のポテンシャル調査が明治時代から現在に至るまで精
力的に行われてきた。これら調査は，それぞれ独自の
手法に依って評価を行っており，当然得られた結果も
大きく異なっている。そこで本稿は，これまでに実施
された主要な調査をレビューし，その評価手法および
結果を相互比較することによって，今後の評価の精緻
化に向けた展望を議論する。水力発電一般を議論の対
象としつつも，主として農業用水を利用した発電ポテ
ンシャルの議論に重点をおく。
　なお，本稿では，ある地点の落差や最大出力，年間
可能発生電力量を指す一般用語として「ポテンシャ
ル」という単語を用いるが，これは以下に述べる「包
蔵水力」，「賦存量」等の概念を含む広義の意味で用
いる。これに対して，２−３節で用いる「導入ポテン
シャル」という用語は，そこで引用する調査で厳密に
定義された用語であるので区別されたい。また，調査
によって「最大出力」，「設備容量」という２つの用
語が併用されているが，本稿では両者を同義語として
扱い，「最大出力」に統一する。
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万 kW），年間可能発生電力量で約 136,380,000（MWh）
である（表−１）。これを発電施設の規模（最大出力）
別にみると，既開発・工事中地点では，総出力に対し
て，３万 kW以上の地点の出力が 57.1%，１万 kW以
上の地点の出力が 84.2% を占めている（図−１⒜）。
一方，未開発地点では，3万 kW以上の地点で 17.0%，
１万 kW以上の地点で 44.3% を占めるに過ぎない（図
−１⒝）。これらのことから，我が国の水力発電開発は，
大規模発電所から始まり，残された未開発ポテンシャ
ルのほとんど（83.0%）は，３万 kW以下の中小規模
発電所が占めるということができる。

２−３．�『再生可能エネルギー導入ポテンシャル調査
（中小水力発電）』（環境省）

　この調査5）（以下『再生エネ調査』という）は，我
が国の河川部および農業用水路，上下水道，工業用水
道における中小水力発電の賦存量等を推定するもので
ある。まず地形条件等から「賦存量」を推計し，その
値をベースとして，社会条件等の制約条件を重ね合わ
せて「導入ポテンシャル」を，さらに事業採算性の条
件を重ね合わせて「シナリオ別導入可能量」を，段階
的に絞り込んでいくという手法をとっている。また，
前述の『発電水力調査』と異なり，最大出力30,000kW
以下のいわゆる中小水力発電に特化した調査である。
同調査の推計手法および結果を以下に要約する。
⑴	河川（ダム）利用
　第一に，「賦存量」の推定は，河川の標高・流量
データを基本にして，農業用水の取水量を控除して行
う（ただし，これらデータを全ての流域について計算
することは実際には困難なため，計算手順はかなり簡
略化されている）。まず，河川流路を，２つの支流の
合流地点を終点とした「リンク」と呼ばれる区間に分

「水力電源開発限度」を，平均出力で4,240万kW，年
間可能発生電力量で約371,400,000（MWh）と推定し
た。
　なお，この推定値には，上記以外の技術的，制度
的，経済的制約要因が一切反映されていないことに留
意する必要がある。
２−２．�『発電水力調査』による包蔵水力（経済産業

省資源エネルギー庁）
　ここでいう「包蔵水力」とは，『発電水力調査』に
より明らかとなった我が国が有する水資源のうち，技
術的・経済的に利用可能な水力エネルギー量のことを
指す 2）。この調査は，1910 年（明治 43 年）の第 1 次
調査に始まり，現在まで繰り返し行われてきた調査で
あり，歴史的には調査を経るごとに包蔵水力の総量は
漸増している。すなわち，第１次（1910 年～３カ年），
第２次（1918 年～５カ年），第３次（1937 年～５カ年），
第４次（1956 年～４カ年）の各発電水力調査において，
最大出力の合計（既開発・未開発含む）は，それぞれ
342，743，2,004，3,537（万 kW）と増加した 3）。工藤 1）

はこれを，開発が進むにつれて調査範囲が拡大し，技
術の進歩，経済成長につれて開発可能の限度が上がっ
ていくためであるとしている。林ら3）によると，第１
次調査では調査地点は全て水路式として計画され，最
大発電使用水量は河川の渇水量（355 日流量）をとっ
ていた。第３次調査では，水路式のほかできるだけダ
ム式計画をとりいれ，最大発電使用水量は豊水量（95
日流量）を標準とした。さらに，第４次調査においては，
技術の進展にともない大容量ダム式発電所やピーク式
発電を重視した評価が行われ，最大発電使用水量は次
の基準により定められた。
	 流込式地点：	年間設備利用率＝60%
	 調整池式地点：（最大使用水量）／（常時使用水量）＝6
	 	 年間設備利用率＝40～ 60%
	 貯水池式地点：	（最大使用水量）／（冬期平均使用水量）

＝６～４
	 	 年間設備利用率＝16.6 ～ 40%
　『発電水力調査』は，上記の第４次調査の後も随時
行われているものの，その評価手法や未開発の包蔵水
力を見積もる際の技術的・経済的基準（しきい値）は
現在公表されていない。ただし，２−４節で後述する
ように，本調査の姉妹編である『未利用落差発電包蔵
水力調査』4）の対象となっている，既設の多目的・農
業用ダムの利水放流や農業用水路網内の落差などを利
用した発電ポテンシャルの一部（主に未開発分）は，『発
電水力調査』でいう包蔵水力には含まれていない。
　ここでは，資源エネルギー庁 2）で入手可能な，2009
（平成 21）年度時点の発電水力調査結果を要約する。
これによると，包蔵水力の総計は，最大出力で 4,621
万 kW（うち既開発・工事中 2,717 万 kW，未開発 1,904

表－１　『発電水力調査』による包蔵水力（平成21年度）

図－１　『発電水力調査』による最大出力別包蔵水力
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た，導入ポテンシャルを最大出力別にみると，1,000～
5,000kW規模の割合が最も大きい（図−２⒜）。
　以上の手法の問題点としては，第一に，「賦存量」
の推定にあたって，農業用水以外の水利用を考慮して
おらず，また農業用水の取水量の控除方法についても
その季節変動を十分考慮したものとなっているかが必
ずしも明らかではない。第二に，既設の中小規模ダム
（30,000kW以下の発電用ダムを含む）の存在を捨象し
て仮想発電所を配置する手法をとっているため，結果
として得られた賦存量は，それらのダムにおける既開
発の発電ポテンシャルを内数として含んだものとなっ
ており，未開発のポテンシャルのみを評価する場合に
は別途検討が必要である。第三に，リンクの上端が水
利権などの観点から取水可能な条件にあるかどうかが
明示的に考慮されていないため，この調査でいう仮想
発電所が全て実現した場合には，本調査で控除した大
規模発電ダム以外の中小規模ダム等の運用や河川環境
に少なくない影響を与えると思われる。したがって，
発電事業者以外の河川利用者の水利権等の事情を充分
に考慮した評価となるよう，今後の分析の精緻化が望
まれるところである。

⑵	農業用水路利用
　「賦存量」の推計手法は以下のとおりである。ま
ず，農業用水路のネットワーク図を，平成7年基幹水
利施設整備状況調査基図のデータと数値地図25000に
基づき作成する。続いて河川部の推計手法にならい，
用水路網を，用水路の分水地点を起点とする「リン
ク」区間に分割し，リンク上端で取水し下端で発電す
ることを想定する。リンク内の流量は，各リンクの水
路延長に比例して，リンク直上流の流量を，そこから
分岐する下流リンク区間の流量に按分する。発電使用

割し，リンクの上端で堰を設け取水し下端の「仮想発
電所」において発電し河川に戻すことを基本とする。
この想定のもとでは，当然その上端・下端の中間で
は，発電のために取水した水量を他の用途に用いるこ
とができないため，河川流量から発電使用可能水量を
どのように抽出するかが問題である。ここでは，まず
リンク内で最小となる流量観測地点を選択し，その流
量を以下で用いる。次に，河川維持流量に農業用水の
平均取水量を加算した次式を「修正維持流量」として
発電使用可能水量から控除する。
　	（修正維持流量）＝（流域面積× 0.2 ／ 100）＋年間
総取水量／ 365	 ⑵
　最後に，技術的に発電可能な流量範囲を決定する。
すなわち，発電可能最小流量を同最大流量の1/4とす
る。
　また，リンクの有効落差は，リンク全体の高低
差（総落差）から，リンクの流路１mあたり0.002m
（1/500）の損失水頭を控除したものとする。
　ポテンシャルの積算から除外する地点としては，ま
ず，既設の30,000kW以上の大規模水力発電所が設置さ
れている河川区間（取水点～放流点）に位置する仮想
発電所を除外する。さらに，仮想発電所のうち，中小
水力発電に分類されない最大出力30,000kW以上，およ
び発電単価500円／（kWh／年）以上と見込まれる地
点を除外する。
　第二に，以上で求めた「賦存量」をベースとして，
「導入ポテンシャル」の絞り込みを行う。絞り込み
（開発不可）条件は以下のとおりである：最大傾斜角
20度以上，および国立・国定公園，都道府県立自然公
園，世界自然遺産地域，自然環境保全地域，鳥獣保護
区等に指定されている地区。
　第三に，現在の発電コストレベルを前提とし，「電
気事業者による再生エネルギー電気の調達に関する特
別措置法案（FIT法案）」で想定されている買取価格
および買取期間によって採算性がある（プロジェクト
内部利益率8.0%以上）と考えられるエネルギー量を，
「シナリオ別導入可能量」として抽出する。ここで
は，買取価格（円／kWh）・買取期間がそれぞれ「15
円・15年」，「15円・20年」，「20円・20年」の３つ
のシナリオを想定したが，これらは，簡単のため，そ
れぞれkWあたり事業単価（建設単価）が60万円，80
万円，91万円以下に相当するとみなされている。
　調査結果の要約は，表−２のとおりである。賦存
量は，最大出力1,655万kW，導入ポテンシャルは，同
1,398万kWである。シナリオ別導入可能量をみると，
買取価格，買取期間が，それぞれ20円／kWh，20年
間のケースにおいても，導入可能量が導入ポテンシャ
ルのおよそ２割（284万kW）にとどまっており，経
済的な制約要因が重要であることが示唆される。ま

表－２　『再生可能エネルギー導入ポテンシャル調査
（中小水力発電）』による最大出力

図－２　『再生可能エネルギー導入ポテンシャル調査（中小水
力発電）』による最大出力別導入ポテンシャル
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いる4）。そこで，本稿では，簡単のため『未利用落差
調査』での「既開発」包蔵水力は，両調査の重複部分
に等しいとみなす。
　調査対象は，ダム利用，水路利用の２部からなる。
ダム利用として，発電専用ダムにおける河川維持用水
利用発電，多目的ダムおよび上水・工水専用ダムにお
ける利水放流水利用発電，農業専用ダムにおける農業
用水利用発電，砂防えん堤利用発電である。水路利用
として，農業用水路，上水道，工業用水道，下水道の
各施設である。以下にその調査手法および結果を要約
する。
⑴	ダム利用
　この調査は，前述の『再生エネ調査』と異なり，既
存の水利施設にすでに存在する未利用落差を利用する
ことを想定しているので，その評価手法も，地形情
報，河川流量データ等から推定するのではなく，原則
として既設の施設構造物の諸元（ダム堤高や放流量
等）に則った評価である。まず，ダム年鑑や砂防便覧
などの文献調査によってこれら諸元データを収集し，
それらに基づいて，次式よりポテンシャルを概算す
る。
　P=9.8×Q×He×η	 ⑶
　E=24×365×P×ξ	 ⑷
P：出力（kW），Q：最大使用水量（m3/s），He：有
効落差（m），η：水車・発電機の総合効率，E：年
間可能発生電力量（kWh/y），ξ：設備利用率（%）
　ただし，Qはダム最大放流量（砂防えん堤利用発電
は平水量×流域面積）；Heは治水目的のあるダムが堤
高の65%，それ以外のダムが堤高の80%；ηは発電施
設の規模に応じて72～85%（大規模の方が高効率）；
ξは河川維持用水利用発電が65%，それ以外が55%で
ある。Heの仮定より，基本的にダム・えん堤の直下
流で発電することを想定していることがわかる。続い
て，代表的な地点において個別調査を行い，その結果
を上記の評価にフィードバックし，結果を修正する。
　包蔵水力の絞り込み条件としては，まず魚道放流量
を除外し，さらに出力10kW以下，有効落差1.5m以下
の地点を除外する。一方，発電単価等の経済的制約要
因による発電地点の絞り込み条件は明示されていな
い。
　評価結果の概要を表−３に示す。農業専用ダムにお
ける農業用水利用発電の包蔵水力（最大出力）は，
13.6万kW（うち未開発11.1万kW，既開発2.5万kW）
である。これを，最大出力別にみると，出力1,000kW
以上の地点の包蔵水力が63%を占めている（図−３
⒜）。なお，この他に，多目的ダムのなかには灌漑利
用が含まれるダムも存在するため，厳密な内数を特定
することはできないが，表−３の利水放流水利用発電
の一部も農業用水に関連する包蔵水力と考えられる。

水量は，発電が技術的に不可能な流量範囲を除き，基
本的に灌漑取水量の全量を発電に用いると想定する。
リンクの有効落差は，河川部と同様に推定する。
　ポテンシャルの積算から除外する地点は，以下のと
おりである。最大取水量が0.3m3/s未満の取水点は除外
する。また，取水量について流況曲線を描いた際の，
345日確率流量／20日確率流量の比が0.25以下となる取
水点を除外する。このことは，非灌漑期に送水が停止
または流量が著しく低下する用水路の多くは対象外と
なることを示唆している。さらに，発電単価500円／
（kWh／年）以上と見込まれる地点を除外する。
　次に，以上で求めた「賦存量」を基にして「導入ポ
テンシャル」および「シナリオ別導入可能量」を絞り
込む。その方法は，河川部で用いたものと同様であ
る。
　調査結果の要約を，表−２，図−２⒝に示す。賦
存量は最大出力32万kW，導入ポテンシャルは同30万
kWである（表−２）。導入ポテンシャルを最大出力
別にみると，1,000～10,000kWのポテンシャルが過半
（52%）を占めている（図−２⒝）。
　この推計手法の問題点は，第一に，河川部での賦存
量推計手法と同様に，リンク内の上端～下端の間の落
差を最大限活用するために，発電用のパイプラインで
用水を圧送することを想定するため，現在開水路で送
水されている区間では，並行して新たにパイプライ
ン，分水工，減勢工などを設ける必要がある。第二
に，灌漑用水路の勾配は，基本的に用水の送水に必要
な勾配を勘案して設計されているため，用水路が持つ
既存の送水機能を損なわずに上記シナリオで想定され
る発電機能を付加することは，地点によっては容易で
はないと考えられる。これらのことから，上記のポテ
ンシャルを全て実現するためには，エネルギー利活用
を考慮した用水路システム全体の路線計画の見直し6）

も場合によっては必要となろう。それを踏まえたうえ
で，本調査は農業用水路システムのもつ小水力ポテン
シャルの物理的な可能性を示したものとして評価され
る。
２−４．�『未利用落差発電包蔵水力調査』（経済産業省

資源エネルギー庁）
　本調査4）（以下『未利用落差調査』という）の目的
は，２−２節で述べた『発電水力調査』における包蔵
水力には計上されていなかった，既設構造物（ダム・
水路）における遊休落差や余剰水圧（これらを「未利
用落差」と呼ぶ）を利用した包蔵水力を明らかにする
ことである。したがって，この調査で得られた包蔵水
力は，基本的に『発電水力調査』にいう包蔵水力の外
数と位置付けられるものの，『未利用落差調査』にお
ける「既開発」包蔵水力の大部分（99.8%）は，『発
電水力調査』でも既開発分として既にカウントされて
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３．各調査の比較および考察

３−１．河川（ダム）利用
　河川（ダム）利用分の各調査の比較を表−４に示
す。ただし，『理論包蔵水力』および『発電水力調
査』（既開発分）では，水路利用分を内数として含ん
でいることに留意されたい。なお，地点数および最大
出力については，『再生エネ調査』との比較のため，
30,000kW規模以下の地点のみを抽出した。また，表−
４では，『発電水力調査』と『未利用落差調査』の重
複部分を取り除いたので，後者は前者の外数と把握で
きる。
　第一に，『理論包蔵水力』と『発電水力調査』を比
較すると，年間可能発生電力量にして，前者では後者
のおよそ2.7倍のポテンシャルが計上されている。両者
の差は，我が国のもつ降水量のうち，技術的にも水力
発電利用が困難な水資源が相当量あることを示唆して
いる。
　第二に，『発電水力調査』・『未利用落差調査』と
『再生エネ調査』を比較すると，前者２調査に比べて
『再生エネ調査』では1,000kW以下が占める地点数お

⑵	水路利用
　ここでは，農業用水路の評価手法に限り記述する。
他の水路利用もおおむね同様の手法によっている。農
業用水路で調査対象としたのは，水路延長が30km以
上，受益面積が100ha以上で専従職員がいる土地改良
区である。また，評価地点は，急流工，落差工，階段
落差工，減圧弁，減圧スタンドである。このように，
本調査は具体的な遊休落差の存在する「点」を対象に
評価を行っているのが特徴であり，前述の『再生エネ
調査』で「リンク」という「線」を対象に評価したの
とは対照的である。ただし，本調査は全国の土地改
良区へのアンケート調査に基づいて発電地点をリスト
アップしているので，地区によっては考慮すべき地点
が抜け落ちている可能性は否定できない。
　包蔵水力の絞り込み条件としては，出力10kW以
下，有効落差1.5m以下，通水期間185日以下の地点を
除外する。したがって，灌漑期のみ通水している用水
路は，一般に除外されていると考えられる。
　包蔵水力の計算は，ダム利用と同様に，⑶，⑷式
に基づく。ただし，Qは通年通水地点では非灌漑期流
量（非灌漑期流量が0.03m3/s以下の場合は灌漑期流
量），それ以外の地点では灌漑期流量；Heは遊休落差
または余剰水圧（詳細は略）；ηはダム利用と同様；
ξは各地点の流量設備利用率マイナス５%，である。
　評価結果の概要を表−３に示す。農業用水路の包
蔵水力（最大出力）は，2.1万kW（うち未開発0.8万
kW，既開発1.3万kW）である。これを，最大出力別
にみると，農業ダム利用に比べて規模が小さい地点の
割合が多く，出力100～1,000kWの地点の包蔵水力が
57%を占めている（図−３⒝）。

表－３　『未利用落差発電包蔵水力調査』による包蔵水力

図－３　『未利用落差発電包蔵水力調査』による
	 最大出力別包蔵水力
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３−２．農業用水路利用
　農業用水路に賦存するポテンシャルを明示的に取り
扱ったのは，『未利用落差調査』および『再生エネ調
査』の２つである（表−５）。地点数で比較すると，
『再生エネ調査』では『未利用落差調査』のおよそ3.5
倍の地点が対象となっている。さらに，『再生エネ調
査』では，『未利用落差調査』に比べて，1,000kW以
上の比較的大規模な地点のポテンシャルが過半を占め
ているのが特徴的である（表−５および図−２⒝，図
−３⒝）。これらのことから，『未利用落差調査』で
は，土地改良区へのアンケート調査段階でリストアッ
プされなかった開発可能地点がある可能性も否定でき
ない。他方で，『再生エネ調査』でリストアップされ
た地点の中では，２−３節で議論したように，用水路
の送水機能を確保することを勘案すると，発電所の
付設が困難な地点もあると考えられる。一方，小林7）

は，両調査とも用水路のポテンシャルを過小評価して
いるのではないかとしている。
　このように，これら２つの調査ともまだ改善の余地
がみられるが，他方で，全国各地の用水路網の発電可
能地点を逐一現地調査で明らかにすることは現実的で
はない。したがって，今後の評価の精緻化のために
は，例えば，扇状地などの地形条件ごと，あるいは水
田灌漑・畑地灌漑などの水利用条件ごと等に用水路網
を類型化し，それぞれの類型の事例地区について詳細
な発電可能地点・ポテンシャルを明らかにすることに

よびポテンシャル（最大出力）が多いことが特徴的で
ある。このことから，『再生エネ調査』は，小規模の
発電地点を比較的丹念にカウントしていると考えられ
る。しかし，30,000kW規模以下の地点の最大出力合
計でみると，『発電水力調査』の1,977万kWと『再生
エネ調査』（賦存量）の1,655万kWはオーダー的に近
い。したがって，技術的観点から，30,000kW以下の中
小水力発電のために利用可能な水力発電ポテンシャル
の上限値（既開発を含む）はこの辺りにあるのではな
いかと示唆される。
　ただし，２−３節でも議論したように，現状の河川
流量のうち，今後どれだけの水量を水力発電の新規開
発のために利用できるかは，水利権や河川環境などの
観点から慎重に検討する必要があるだろう。この意味
では，今後の水力ポテンシャル調査は，単に賦存量等
を積算するだけではなく，それが実現した暁には，他
の河川利用者にどのような影響を与えるのか（あるい
は与えないのか）をも明らかにしていく必要があろ
う。
　他方で，『未利用落差調査』で明らかにされたポテ
ンシャルのように，例えば多目的ダムにおける利水放
流を利用した発電など，発電関連の必要最小限の設備
投資のみで開発でき，かつ既存の河川利用者に悪影響
を与えないと考えられるポテンシャルは，今後むしろ
積極的に開発できるよう水利権調整手続きの簡素化な
ど制度面の後押しがあることが望まれる。

表－４　河川（ダム）部のポテンシャル調査の比較
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せて計上したもの，とする。この他に，多目的ダムに
おける利水放流利用発電の一部にも農業用水利用が含
まれているが，内数を特定できないため，ここでは考
慮しない。
　第二に，電力料金体系の一つである「農事用電力」
とは，農業用の安い価格設定の電力であり，その需要
はおおよそ灌漑排水施設のための電力需要を示すと
いわれている8）。ただし，統計区分上の問題により，
2005年以降は中規模以上の灌漑排水用電力需要を「農
事用電力」の区分で把握することができなくなって
いる8）。そこで，ここではまず2004年度『電力調査統
計・用途別電灯電力需要実績』（資源エネルギー庁）
より，各電力会社管内の農事用電力需要データ（年間
積算量）を収集する。次に，『都道府県別エネルギー
消費統計』（資源エネルギー庁）における都道府県別
農林水産業電力需要量の比を用いて，電力会社管内の
農事用電力需要量を都道府県別の需要量に按分する。
ただし，静岡県は，東京電力と中部電力の管内にま
たがっているため，市町村の面積比を用いて両会社の
管内に按分する。同様に，複数の電力会社管内にまた
がっている県が他にもいくつかあるが，簡単のため県
域の大部分が属する会社管内に一括して振り分ける。
　まず，全国の積算量をみると，上述の「農業用水
を利用した発電ポテンシャル」は，716,587MWh（う
ち既開発131,312MWh，未開発585,275MWh）と計
算される。一方，全国の年間農事用電力需要量は，
1,484,302MWhである。これらより需要量の充足率を
単純計算すると，48%である。
　次に，都道府県別の充足率（図−４）をみると，北
海道，東北地方，北陸地方において比較的充足率が高

より，同じ類型の用水路網については，水路延長など
の比較的簡単な諸元から発電ポテンシャルを類推する
手法を開発することも一案である。
　なお，両調査とも，通水量の少ない地点および非灌
漑期に通水量が著しく低下する地点を除外してポテン
シャルを見積もっている。このことは，現行の水車技
術および農業用水路への取水パターンを前提とする限
り，発電施設の採算性を確保するためにはやむを得な
いことかもしれない。しかし，今後低流量向けの水車
の改良が進み，また仮に非灌漑期に小水力発電のため
取水量を増加できるほど河川流量に余裕のある地点が
あるならば，農業用水路を利用した発電可能地点およ
びポテンシャルはさらに増加する可能性もあろう。こ
れは，今後の検討課題である。

４．農事用電力需要との比較

　土地改良事業による小水力発電事業は，農業水利施
設の運転操作に必要な電力を供給することを元来の目
的としている。したがって，コストの面から農業水利
施設で発電した電力はいったん電力会社に売電される
ことが多いものの，農業用水を用いた発電ポテンシャ
ルが，農業水利施設の電力需要をどの程度満たすこと
ができるのか検討することは有益である。そこで，本
節では，農業用水を利用した発電ポテンシャルがどの
程度農事用電力需要を充足できるかを都道府県ごとに
検討する。
　第一に，「農業用水を利用した発電ポテンシャル」
の定義を，『未利用落差調査』にいう「農業専用ダム
における農業用水利用」および「農業用水路」の２項
目の年間可能発生電力量を，既開発・未開発分を合わ

表－５　農業用水路分のポテンシャル調査の比較
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い。他方で，比較的土地が平坦でかつ農事用電力需要
量が大きい関東地方で充足率が低くなっている。ただ
し，すでに述べたように，『未利用落差調査』が農業
用水を利用した発電ポテンシャルをもれなく勘定して
いるかどうかは今後の検討をまたなければならないの
で，図−４は，あくまで予備的な結果を示すと考える
のが妥当であろう。

５．おわりに

　本稿では，これまでに実施された主要な水力発電ポ
テンシャル調査の結果を概観・相互比較するととも
に，農業用水を利用した発電ポテンシャルが農事用電
力需要量をどの程度充足できるのかを検討した。河川
部のポテンシャル評価については，我が国の表流水は
すでに相当開発が進んでいるため，そのような既往の
水利用と整合性をもった新たな水力発電開発がどの程
度可能かどうかを見極めることが今後の主な課題であ
ろう。農業用水路のポテンシャル評価については，
個々の発電地点のポテンシャルが河川部に比べて小規
模であるため，これまで詳細な評価が立ち遅れてきた
ことは否めない。評価の技術的な方法論を含め，今後
の研究の進展が望まれるところである。

図－４　農業用水を利用した発電ポテンシャルによる
	 農事用電力需要量の都道府県別充足率の試算

都道府県別充足率（%）
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１．会員の募集
　	　水と土の発行は皆様の年会費によってまかなわれています。今後とも事業地区の技術情報の交流を図るために
は会員の確保が重要となっています。会員の皆様には職場の同僚の方々に農業土木技術研究会の成り立ちや「水
と土」をPRしていただき，会員の勧誘をお願いいたします。平成24年度の年会費は2,300円です。なお，別紙の
PR版を作成しましたので会員の勧誘に活用いただければ幸いです。

２．報文投稿の募集
　	「水と土」は会員の皆様からの報文投稿によって支えられています。報文は以下のように様々なテーマが考えら
れますので，これを参考に皆様が担当されている事業地区の状況を報文にまとめて投稿いただくようお願いいた
します。併せて巻末の投稿規定も参照して下さい。

会 告

①	　事業地区の段階は，企画，調査，計画，設計，施工，管理に分けられるので，構造物の施工の有無に関わらず，
コスト縮減，創意工夫，新技術導入，環境配慮などの視点から取りまとめた報文
②	　ダム，トンネル，橋梁，揚排水機場等の大規模工事や長期にわたる債務負担行為工事等について，調査，計画，
設計，施工の各段階での検討や実績を取りまとめた報文
③	　農村工学研究所や県試験場などへの依頼研究の成果について取りまとめた報文（研究依頼先との連名による）
④	　土地改良技術事務所，調査管理事務所が対応している技術検討や現場支援業務について取りまとめた報文
（当該機関との連名による）
⑤	　海外派遣から帰任した職員の派遣先でのプロジェクト等について技術的見地から取りまとめた報文
⑥	　建設会社，コンサルタント等の会員について，普及性のある事例や技術検討について取りまとめた報文
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１．原稿には次の事項を記した「投稿票」を添えて下記に送付すること。
　　　　　〒105−0004　東京都港区新橋5−34−4　農業土木会館内，農業土木技術研究会
２．「投稿票」
　　　　　　①　表　　題
　　　　　　②　本文枚数，図枚数，表枚数，写真枚数
　　　　　　③　氏名（フリガナおよびローマ字表記），勤務先と勤務先の電話番号，職名
　　　　　　④　連絡先（TEL），（E-mail）
　　　　　　⑤　別刷希望数
　　　　　　⑥　内容紹介（200字以内）
　　　　　　⑦　対象施設（	報文の対象となっている主な施設を記入：ダム，トンネル，橋梁，用排水機場，開水

路，管水路	等）
　　　　　　⑧　キーワード（	報文の内容を表すキーワードを記入：維持管理，コスト縮減，施工管理，環境配

慮，機能診断	等）
３	．１回の原稿の長さは原則として写真・図・表を含め18,000字程度（ワープロで作成の場合，A4版8枚程度）ま
でとする。なお，写真・図・表はヨコ8.5cm×タテ6cm大を288字分として計算すること。
４	．原稿はワープロで作成し，漢字は当用漢字，仮名づかいは現代仮名づかいを使用，術語は学会編，農業土木標
準用語辞典に準じられたい。数字はアラビア数字（3単位ごとにカンマ（	,	）を入れる）を使用のこと。
５	．ワープロで作成した原稿データについては，プリントアウトした原稿（写真・図・表入り）とともにCDデータ
等にて提出すること。
　	　写真・図・表の画像データは，原稿データとは別に添付すること。なお，図・表については白黒印刷において
も判読できるように極力配慮しておくこと。
　※データと違いがないかをプリントアウトした原稿で必ず確認すること。
６	．写真・図・表は本文中の挿入個所を明確に指定しておくこと。
７	．原図の大きさは特に制限はないが，B4版ぐらいまでが好ましい。原図はトレーサーが判断に迷わないよう，は
っきりしていて，まぎらわしいところは注記をされたい。
８	．文字は明確に書き，特に数式や記号などのうち，大文字と小文字，ローマ字とギリシャ文字，下ツキ，上ツ
キ，などで区別のまぎらわしいものは鉛筆で注記しておくこと。
　たとえば，

　など
９	．分数式は2行ないし3行にとり余裕をもたせて書くこと。
10	．数表とそれをグラフにしたものとの並載せはさけ，どちらかにすること。
11	．本文中に引用した文献は原典をそのまま揚げる場合は引用文に『　　　』を付し引用文献を本文中に記載す
る。孫引きの場合は，番号を付し，末尾に原著者名：原著論文表題，雑誌名，巻；頁～頁．年号，又は“引用者
氏名，年・号より引用”と明示すること。
12	．投稿の採否，掲載順は編集委員会に一任すること。
13	．掲載の分は稿料を呈す。
14	．別刷は，実費を著者が負担する。
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１．発足40周年を迎えた「農業土木技術研究会」
　	　本研究会は，全国の農業土木技術者の自主的な研究会です。その歴史は，昭和28年の「コンクリートダ
ム研究会」にまでさかのぼり，事業の展開方向に即して変遷してきました。現在の「農業土木技術研究
会」としても，平成21年度には発足40周年を迎えた歴史ある研究会です。

２．技術力向上に資する「農業土木技術研究会」
　	　本研究会は，時代のニーズを反映した事業の円滑な推進に必要な技術力の向上のため，農業農村整備事
業の計画・設計・施工事例や技術的検討内容などの現場技術情報の発信と交流を一貫して展開していま
す。
　	　研究会では，現場の技術報文を中心とした会誌「水と土」を年間3回発行し会員の皆様にお届けしてい
ます。また，時代に即した技術的な情報を提供する研修会も開催しています。

３．会員が支える「農業土木技術研究会」
　　本研究会の活動は，皆様の年会費によってまかなわれています。
　	　21世紀を迎え農業・農村の位置付けがますます重要になっている今日，本研究会に入会いただき，その
振興の基礎となる「農業土木技術」に根ざした研究会の活動を支えて頂ければ幸いです。会費は2,300円
です（会費は51年度より据置）。
　　入会の手続きは，研究会へ直接又は各職場の連絡員に会費を添えて申し込んで下さい。
　　申し込み様式は以下を参考にして下さい。

入会申し込み
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成　　年　　月　　日
　私は農業土木技術研究会に入会します。
　　氏名：　　　　　　　　　　　　　　　
　　職場・所属：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　職場住所（会誌送付先）：〒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　電話番号：　　　　　　　　　　　　　

き
り
と
り

〈農業土木技術研究会の変遷〉
　　昭和 28 年　「コンクリートダム研究会」の発足：会誌「コンクリートダム」の発刊
　　昭和 31 年　フィルダムを含めて「ダム研究会」に拡大：会誌「土とコンクリート」に変更
　　昭和 36 年　「水路研究会」の発足：会誌「水路」の発刊
　　昭和 45 年　両研究会の合併
　　　　　　　　「農業土木技術研究会」の発足：会誌「水と土」の発刊

問い合わせ先：農業土木技術研究会
	 〒105−0004　東京都港区新橋5−34−4
	 農業土木会館内	 TEL　03（3436）1960
	 	 FAX　03（3578）7176
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FAX 宛先：農業土木技術研究会　03 － 3578 － 7176
★「水と土」をより充実したものとするため，下記様式であなたのご意見をお寄せ頂ければ幸いです。

１．本号（166 号）で興味をもたれた報文について記載下さい
　⑴　報文タイトル：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　⑵　興味を持たれた具体的内容
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

２．本号の編集についてご意見をお聞かせ下さい
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

３．とりあげて欲しいテーマなど本誌に対するご意見やご要望をお書き下さい
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

所属：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

「水と土」通信

いと思うようになりました。そのためには，日々の業
務や家庭の仕事を計画的にこなし，心身ともにゆとり
のある生活を送るよう努力することが重要と考えてお
ります。しかしながら，今この瞬間において，この編
集後記を締め切り日の終電間際に作成しており，まだ
まだ努力が足りないことを痛感しております。
　最後になりますが，全国農村振興技術連盟会員各位
の今後のますますのご健勝とご多幸をお祈り申しあげ
まして，編集後記とさせていただきます。

（水資源課　鈴木将英）

　今年で 32 歳になります。最近少しずつ，自身の健
康維持のため，生活スタイルを改善しようという意識
が高まっております。
　例えば，学生時代から朝食をとらない生活が長く続
いていたのですが，一年ほど前から，自宅でおにぎり
を食べてから出勤するようになりました。健康に良い
ことをしているという実感があり，朝ごはんを食べて
いない時に比べ，朝から気分が良いです。
　さらに，先週の職場の健康診断では，自ら希望し，
生まれて初めてバリウムを飲んでの胃のレントゲン検
査を受診しました。今後通知される診断結果をよく理
解して，反省すべきところは反省し，今後の生活に役
立てていこうと思います。
　また，最近は特に，不規則な生活習慣（日によって
睡眠時間が大きく違うなど）を是正しなければならな

編 集 後 記

　　水 と 土 　　　　第166号
発　行　所　〒105−0004		東京都港区新橋5−34−4	 農 業 土 木 技 術 研 究 会
　　　　　　　　　　　　　　　　　農業土木会館内	 　TEL　03（3436）1960　振替口座　00180−5−2891
印　刷　所　〒161−8558		東京都新宿区下落合2−6−22	 一 世 印 刷 株 式 会 社
	 　TEL　03（3952）5651
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